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令和２年第２回足寄町議会定例会議事録（第３号）
令和２年６月１１日（木曜日）

◎出席議員（１３名）

１番 多治見 亮 一 君 ２番 高 道 洋 子 君

３番 進 藤 晴 子 君 ４番 榊 原 深 雪 君

５番 田 利 正 文 君 ６番 熊 澤 芳 潔 君

７番 髙 橋 健 一 君 ８番 川 上 修 一 君

９番 髙 橋 秀 樹 君 １０番 二 川 靖 君

１１番 木 村 明 雄 君 １２番 井 脇 昌 美 君

１３番 吉 田 敏 男 君

◎欠席議員（０名）

◎法第１２１条の規定による説明のための出席者

足 寄 町 長 渡 辺 俊 一 君

足寄町教育委員会教育長 藤 代 和 昭 君

足寄町農業委員会会長 齋 藤 陽 敬 君

足寄町代表監査委員 川 村 浩 昭 君

◎足寄町長の委任を受けて説明のため出席した者

副 町 長 丸 山 晃 徳 君

総 務 課 長 松 野 孝 君

福 祉 課 長 保 多 紀 江 君

住 民 課 長 佐々木 雅 宏 君

経 済 課 長 村 田 善 映 君

建 設 課 長 増 田 徹 君

国民健康保険病院事務長 川 島 英 明 君

会 計 管 理 者 横 田 晋 一 君

消 防 課 長 大竹口 孝 幸 君

◎教育委員会教育長の委任を受けて説明のため出席した者

教 育 次 長 沼 田 聡 君

◎農業委員会会長の委任を受けて説明のため出席した者

農業委員会事務局長 上 田 利 浩 君

◎職務のため出席した議会事務局職員

事 務 局 長 櫻 井 保 志 君

事 務 局 次 長 野 田 誠 君

総 務 担 当 主 査 中 鉢 武 志 君
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◎議事日程

日程第 １ 議 案 第 ５ ８ 号 令和２年度足寄町一般会計補正予算（第３号）＜Ｐ３～

Ｐ３５＞

日程第 ２ 議 案 第 ５ ９ 号 令和２年度足寄町国民健康保険事業特別会計補正予算

（第２号）＜Ｐ３～Ｐ３５＞

日程第 ３ 議 案 第 ６ ０ 号 令和２年度足寄町簡易水道特別会計補正予算（第２

号）＜Ｐ３～Ｐ３５＞

日程第 ４ 議 案 第 ６ １ 号 令和２年度足寄町介護保険特別会計補正予算（第１

号）＜Ｐ３～Ｐ３５＞

日程第 ５ 議 案 第 ６ ２ 号 令和２年度足寄町介護サービス事業特別会計補正予算

（第１号）＜Ｐ３～Ｐ３５＞

追加日程第 １ 意見書案第３号 林業・木材産業の成長産業化に向けた政策の充実・強

化を求める意見書＜Ｐ３６＞

追加日程第 ２ 意見書案第４号 新たな基本計画における農村振興の強化を求める意見

書＜Ｐ３６～Ｐ３７＞

追加日程第 ３ 所管事務調査期限の延期について（総務産業常任委員会・文教厚生常任委員

会）＜Ｐ３７＞

追加日程第 ４ 閉会中継続調査申出書（総務産業常任委員会・広報広聴常任委員会・議会運

営委員会）＜Ｐ３７＞
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午前１０時００分 開会

◎ 開議宣告

○議長（吉田敏男君） 皆さん、おはようご

ざいます。

全員の出席でございます。

これから、本日の会議を開きます。

本日の議事日程は、お手元に配付のとおり

です。

◎ 議運結果報告

○議長（吉田敏男君） 議会運営委員会委員

長から、会議の結果の報告を願います。

議会運営委員会委員長 髙橋健一君。

○議会運営委員会委員長（髙橋健一君） 昨

日開催されました、第２回定例会に伴う議会

運営委員会の協議の結果を報告いたします。

本日は、最初に議案第５８号から議案第６

２号までの令和２年度補正予算について提案

説明を受けた後、即決で審議いたします。

以上で、報告を終わらせていただきます。

○議長（吉田敏男君） これにて、議会運営

委員会委員長の報告を終わります。

◎ 議案第５８号から議案第６２号まで

○議長（吉田敏男君） 日程第１ 議案第５

８号令和２年度足寄町一般会計補正予算（第

３号）から日程第５ 議案第６２号令和２年

度足寄町介護サービス事業特別会計補正予算

（第１号）までの５件を一括議題といたしま

す。

本件について、提案理由の説明を求めま

す。

町長 渡辺俊一君。

○町長（渡辺俊一君） ただいま議題となり

ました、議案第５８号令和２年度足寄町一般

会計補正予算（第３号）から議案第６２号令

和２年度足寄町介護サービス事業特別会計補

正予算（第１号）まで、一括提案理由を御説

明申し上げます。

補正予算つづり１ページをお願いいたしま

す。

議案第５８号令和２年度足寄町一般会計補

正予算（第３号）について、御説明申し上げ

ます。

歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ３

億４,７５８万１,０００円を追加し、歳入歳

出予算の総額を歳入歳出それぞれ１０１億

５,７９５万円とするものでございます。

歳出の主なものから御説明を申し上げま

す。

１４ページをお願いいたします。

第２款総務費、第１項総務管理費、第１目

一般管理費、第４節共済費におきまして、会

計年度任用職員等の社会保険料を１,２９７

万８,０００円減額し、共催組合負担金を７

２５万６,０００円増額いたしました。

第２目基金積立金におきまして、財政調整

基金積立金といたしまして２００万円を計上

いたしました。

１６ページをお願いいたします。

第３款民生費、第２項老人福祉費、第３目

介護保険助成費、第２７節操出金におきまし

て、介護保険特別会計操出金といたしまして

４７１万６,０００円を計上いたしました。

第４目介護サービス事業助成費、第２７節

操出金におきまして、介護サービス事業特別

会計操出金といたしまして１２８万２,００

０円を計上いたしました。

第３項児童福祉費、第２目児童医療費、第

１２節委託料におきまして、医療費助成シス

テム改修業務といたしまして２６３万２,０

００円を計上いたしました。

１６ページの下段から１９ページの上段ま

でになりますが、第４款衛生費、第１項保健

衛生費、第２目予防費におきまして、新型コ

ロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金

活用事業といたしまして、医療体制整備支援

等のため、感染症対策用医療等備品購入費１

９８万６,０００円を、感染予防対策支援の

ため福祉医療施設等感染予防対策支援交付金

１３８万円を計上いたしました

１８ページの中段になりますが、第３項水

道費、第１目水道費、第２７節操出金におき
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まして、簡易水道特別会計操出金を辺地債分

と合わせて３５４万９,０００円を計上いた

しました。

第６款農林水産業費、第１項農業費、第３

目農業振興費、第１８節負担金、補助及び交

付金におきまして、畑作構造転換事業補助金

といたしまして１,８５７万４,０００円を計

上いたしました。

２０ページをお願いいたします。

第２項林業費、第１目林業振興費、第１８

節負担金、補助及び交付金におきまして、林

業・木材産業構造改革事業補助金といたしま

して１,６３０万円を計上いたしました。

第４目水源林造林事業費、第１１節役務費

におきまして、手数料といたしまして１,２

２０万円を計上いたしました。

第７款商工費、第１項商工費、第１目商工

振興費、第１８節負担金、補助及び交付金に

おきまして、新型コロナウイルス感染症対応

地方創生臨時交付金活用事業といたしまし

て、事業継続支援金３,７００万円、雇用調

整助成金等申請支援補助金３００万円をそれ

ぞれ計上いたしました。

２３ページの上段までになりますが、第３

目観光費におきまして、オンネトー野営場休

憩舎新築事業といたしまして、休憩舎新築工

事請負費２,９５７万３,０００円のほか、休

憩舎新築工事監理業務委託料など合わせて

３,１１５万９,０００円を計上いたしまし

た。

２２ページをお願いいたします。

第８款土木費、第２項道路橋梁費、第１目

道路維持費、第３節職員手当等におきまし

て、会計年度任用職員の退職手当など合わせ

て４０１万５,０００円を計上いたしまし

た。

第３目土木車両管理費、第３節職員手当等

におきまして、会計年度任用職員の退職手当

など合わせて６００万２,０００円を計上い

たしました。

第４項都市計画費、第４目公園事業費にお

きまして、里見が丘公園整備事業といたしま

して、温水プール内部改修工事請負費２,７

５１万１,０００円、里見が丘公園整備工事

請負費７,２２７万円のほか、委託料合わせ

て１億６０万６,０００円を計上いたしまし

た。

２４ページをお願いいたします。

第９款消防費、第１項消防費、第１目消防

費、第７節報償費におきまして、消防団員退

職報償金といたしまして５８３万５,０００

円を計上いたしました。

第３目災害対策費におきまして、新型コロ

ナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金活

用事業といたしまして、避難所環境整備のた

め、消耗品費９２１万８,０００円など、合

わせて９８１万２,０００円を計上いたしま

した。

第１０款教育費、第１項教育総務費、第４

目スクールバス管理費、第３節職員手当等に

おきまして、会計年度任用職員の退職手当と

いたしまして４９８万２,０００円を計上い

たしました。

第５目国際交流推進費におきまして、姉妹

提携代表団等派遣事業といたしまして、親善

使節団参加者補助金を５５４万円減額したほ

か、旅費など合わせて１,０３４万６,０００

円を減額いたしました。

２６ページをお願いいたします。

第２項小学校費、第２目小学校教育費にお

きまして、小学校教育経費といたしまして、

タブレットパソコン一式購入費など合わせて

１,５６９万２,０００円を、新型コロナウイ

ルス対応地方創生臨時交付金活用事業といた

しまして、タブレットパソコン設定等業務委

託料７３２万５,０００円をそれぞれ計上い

たしました。

第３項中学校費、第２目学校教育費におき

まして、中学校教育経費といたしまして、タ

ブレットパソコン一式購入費など合わせて９

１２万６,０００円を、新型コロナウイルス

対応地方創生臨時交付金活用事業といたしま

して、タブレットパソコン設定等業務委託料

２５８万２,０００円をそれぞれ計上いたし
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ました。

第３目学校建設費におきまして、中学校教

員住宅新築事業といたしまして、足寄中学校

教員住宅新築工事請負費４,６７９万４,００

０円など、合わせて５,１１０万８,０００円

を計上いたしました。

２８ページをお願いいたします。

第４項社会教育費、第７目図書館費におき

まして、新型コロナウイルス対応地方創生臨

時交付金活用事業といたしまして、図書殺菌

機購入費６０万１,０００円など、合わせて

７２万２,０００円を計上いたしました。

以上で歳出を終わり、次に歳入について申

し上げます。

８ページへお戻りください。

８ページですが、第１５款国庫支出金、第

２項国庫補助金、第１目総務費国庫補助金に

おきまして、１次分の交付限度額といたしま

して新型コロナウイルス感染症対応地方創生

臨時交付金７,６７０万円を計上いたしまし

た。

第４目農林水産業費国庫補助金におきまし

て、林業・木材産業構造改革事業国庫補助金

といたしまして１,６３０万円を計上いたし

ました。

第６目土木費国庫補助金におきまして、社

会資本整備総合交付金といたしまして２,７

５０万円を計上いたしました。

第７目教育費国庫補助金におきまして、第

３節小学校費国庫補助金、第４節中学校費国

庫補助金、合わせて情報通信機器整備費国庫

補助金といたしまして１,４６８万８,０００

円を計上いたしました。

第４節中学校費補助金といたしまして、学

校施設環境改善国庫交付金といたしまして

１,７４５万９,０００円を計上いたしまし

た。

１０ページをお願いいたします。

第１６款道支出金、第２項道補助金、第４

目農林水産業費道補助金におきまして、畑作

構造転換事業道補助金といたしまして１,８

５７万４,０００円を計上いたしました。

第５目商工費道補助金におきまして、自然

公園等整備事業道補助金といたしまして１,

５２２万２,０００円を計上いたしました。

第１８款寄附金におきまして、総務寄附金

といたしまして２００万円を計上いたしまし

た。

第１９款繰入金におきまして、財政調整の

ため財政調整基金繰入金といたしまして５,

２５４万６,０００円を計上いたしました。

１２ページをお願いいたします。

第２１款諸収入、第５項雑入、第４目水源

林造林事業収入といたしまして１,２２０万

円を計上いたしました。

第２２款町債におきまして、辺地対策事業

債といたしまして、オンネトー新休憩舎建設

事業債など合わせて１,３８０万円、過疎対

策事業債といたしまして、里見が丘公園整備

事業債など合わせて８,０５０万円を計上い

たしました。

以上で、令和２年度足寄町一般会計補正予

算（第３号）についての説明を終わります。

次に、特別会計について御説明申し上げま

す。

３１ページをお願いいたします。

議案第５９号令和２年度足寄町国民健康保

険事業特別会計補正予算（第２号）につい

て、御説明申し上げます。

歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ５

３３万３,０００円を追加し、歳入歳出予算

の総額を歳入歳出それぞれ９億５７７万４,

０００円とするものでございます。

歳出の主なものから申し上げます。

３８ページをお願いいたします。

第６款保健事業費、第１項保健事業費、第

２目保健ヘルスアップ事業費、第１２節特定

健診受診率向上支援等業務委託料といたしま

して５３５万５,０００円を計上いたしまし

た。

次に、歳入について申し上げます。

３６ページへお戻りください。

第３款道支出金におきまして、事業費見合

いの交付金といたしまして５３５万５,００
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０円を計上いたしました。

次に、４１ページをお願いいたします。

議案第６０号令和２年度足寄町簡易水道特

別会計補正予算（第２号）について御説明申

し上げます。

歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ６

０４万９,０００円を追加し、歳入歳出予算

の総額を歳入歳出それぞれ５,１８５万１,０

００円とするものでございます。

歳出の主なものから申し上げます。

４８ページをお願いいたします。

第３款水道工事費におきまして、足寄簡易

水道大誉地地区配水管敷設替工事請負費とい

たしまして４９９万３,０００円を計上いた

しました。

次に、歳入について申し上げます。

４６ページへお戻りください。

第２款繰入金におきまして、一般会計繰入

金といたしまして３５４万９,０００円を計

上いたしました。

第５款町債におきまして、簡易水道事業債

といたしまして２５０万円を計上いたしまし

た。

４２ページへお戻りください。

第２表で地方債１件をお願いいたしまし

た。

次に、５１ページをお願いいたします。

議案第６１号令和２年度足寄町介護保険特

別会計補正予算（第１号）について御説明申

し上げます。

本補正予算は、歳入において財源内訳の変

更を行ったもので、歳入歳出予算の総額には

変更はございません。

歳入の内容につきましては、特に説明すべ

き事項がございませんので、省略をさせてい

ただきます。

次に、５７ページをお願いいたします。

議案第６２号令和２年度足寄町介護サービ

ス事業特別会計補正予算（第１号）について

御説明申し上げます。

歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ７

５万６,０００円を追加し、歳入歳出予算の

総額を歳入歳出それぞれ３億２,８５３万９,

０００円とするものでございます。

歳入歳出の内容につきましては、主に会計

年度任用職員等の給与、共済費など人件費に

関わるものでありますので、説明を省略させ

ていただきます。

以上で、議案第５８号令和２年度足寄町一

般会計補正予算（第３号）から議案第６２号

令和２年度足寄町介護サービス事業特別会計

補正予算（第１号）までの提案理由の説明と

させていただきますので、御審議のほど、よ

ろしくお願い申し上げます。

大変申し訳ありません。ちょっと説明漏れ

がございましたので。

補正予算のつづりの４ページをお願いいた

します。

４ページ、第２表 地方債補正２件をお願

いをしております。

大変説明が漏れまして、大変申し訳ござい

ません。よろしく御審議のほど、お願いいた

します。

○議長（吉田敏男君） これをもって、提案

理由の説明を終わります。

これから、議案第５８号令和２年度足寄町

一般会計補正予算（第３号）の件の質疑を行

います。

１４ページをお開きください。

歳出から始めます。

款で進めます。

１４ページから１６ページ、第２款総務

費、質疑はございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○議長（吉田敏男君） 次に、１６ページ、

第３款民生費、質疑はございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○議長（吉田敏男君） 次に参ります。

１６ページから１８ページ、第４款衛生

費、質疑はございませんか。

１２番。

○１２番（井脇昌美君） 昨日からの一般質

問された案件で、我々も勉強をいろいろさせ

てもらった中で、町長の答弁の中で、国また
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道の法に基づいて、このコロナウイルスの言

わば対処ということに御苦労なされている

と。それで、予防費のほうでちょっとお伺い

をさせていただきたいと思います。

前にも私は町長とお会いしたときにお話し

した記憶もあるのですけれども、昨日も答弁

の中で国保病院、またその中で帯広保健所

等々の答弁が多発をされておりました。

私は、町内にそのほかに国保病院ほか２件

の医療機関があるわけです。非常に今全体に

恐ろしいのは、この３か月間、４か月間で医

療者、言わば国民、患者も含めて、国民も含

めて洗脳されてますから、熱が上がったらイ

コールコロナに全部結びついているわけです

よ。これは非常に、私はある意味においては

危険な、私どもがこんなことを言ってもどう

もらちが明かないですけれども、我が身のた

めですから、国こぞって主導で啓発はしてい

るのは分かるのですけれども、私は今のこの

質問の中で何を言いたいかということは、ま

ず昨日の７番議員さんの答弁の中で、発熱者

外来の医療機関受診においては、通路をパー

ティションで区切る。これイメージは分かり

ますよ。「区切っていると、対応していると

伺っています」ということは、きちっとそれ

は確認していないのですよね、まずは。答弁

書にありますから、「対応していると伺って

おります」ということは、私は大きなここは

盲点だと思うのですよ。このことは本当に今

までは我が町がみんな自粛、自制の中で努力

された結果もあろうでしょうし、運よく我が

町からは安心して、こうやって生活できてい

るのも、これは我々も喜びと幸せを感じてい

るのですけれども、万が一ここで発生したこ

とをしっかりとやっぱり真剣に考えておかな

いと、今までは発生してないから、これはよ

そごとだと、北海道でも札幌、石狩方面だ

と、オホーツク方面だと、関東周辺ひどいな

というだけのよそごとみたいな感覚でおられ

ると思うのです。私は何を言いたいかという

ことは、地元の町内の医療機関、医院長さ

ん、言わば集合してしっかりと協議なされた

ことありますか、まずは。

○議長（吉田敏男君） 答弁、福祉課長。

○福祉課長（保多紀江君） ただいまの御質

問にお答えいたします。

まず、町内の医療機関の協議なのですけれ

ども、今までに２回３医療機関に集合いただ

きまして協議を行っております。

そこで、発熱外来のことですとか、そうい

うこととか対応について御相談をさせていた

だいておりますが、最終的な決定には至って

おりませんけれども、協力を頂くような部分

とかそういうようなことを話合いをさせてい

ただいております。

また、通路のパーティションの関係ですけ

れども、町内医療機関の代表の方からパー

ティションで区切って対応しているというこ

とと、受診があった場合については、その後

消毒をされているということは伺っておりま

す。直接伺って、その現状といいますか、施

設の状況を確認してはおりませんが、直接お

話を伺っております。

以上です。

○議長（吉田敏男君） １２番。

○１２番（井脇昌美君） 本当に人命に関わ

ることですから、真剣に、備えあって憂いは

ないわけですから、国保を中心とした医療機

関に何度もしつこいようにしっかりと協議な

されて、そしてお話しさせていただければ、

私は外来者、言わばこういうような外来患者

さんは選択の自由で本別行くかもしれない

し、足寄の町内でも国保だけとは限らないわ

けですよ。そういうときにやはり各医療機関

の人も、さっきお話ししたとおり、少し汚染

されてきておりますから、とにかくコロナコ

ロナですから、そういう中で非常に神経質に

なっているところがありますから、そういう

ところでよく町がもう一回再度協議して、協

議しても損はないはずですから、しっかりと

万が一足寄で発生したときはどういうような

方法と、どうなるのだと。例えば、緊急の医

療用のテント等の購入も、これはある一定の

場所に隔離してそこに休憩を取って、それか
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ら、何というのですかね、ＰＣＲが足寄では

ないから帯広行かれるのか、それは保健所を

通して行かれると思うのですけれども、そう

いう中で例えばですよ、地理的に、本州では

そうやってますけれども、地理的にコロナが

冬期間発生するということも、感染の発生す

ることもあるわけですから、こんな足寄のこ

ういう寒冷地にテントなど張っても役立たな

いわけですから。それこそコロナより先にし

ばれ死んでしまうわけですから。だからその

ようなこともやっぱり備えは、僕必要あると

思うのですよ。一時東京なども、私はテレビ

からしか、皆さんも見ていると思うのですけ

れども、各ホテルに待避所を、軽症者の人は

待避所にさせてもらって、そういう、だから

処置、話がされておくべきではないだろうか

ということを、私町長と話しした記憶あるの

ですけれども、その辺は今後どうですかね。

その辺を再度もう一度しっかりと協議される

気持ちありますか。

○議長（吉田敏男君） 答弁、町長。

○町長（渡辺俊一君） お答えしましたよう

に、病院関係は国保病院だけではなくて、足

寄町にも医療機関があとほかにもありますの

で、そことの協議というのは進めておりま

す。

やはり今後とも必要に応じて協議を進めな

がら、コロナウイルスの関係でいけばやはり

熱があったりだとかということで、どこの病

院にかかるか、それは分からないですね。そ

れぞれの方々のやっぱりいつも行っている行

きつけの病院、行きつけのお医者さんのとこ

ろにやっぱり行きたいという気持ちもありま

すから、多分そういうことで行かれるように

なるかと思いますけれども、やはり事前に熱

がある場合については御相談をしていただい

て、それでかかっていただくというのがやっ

ぱり一番かなというように思っております。

そういった部分で、今後どこの病院に行かれ

るか分かりませんし、それから３つの病院の

中でやっぱり協力しながらやっていかなけれ

ばならない部分というのがいっぱいあるのか

なというように思っておりますので、今後も

必要に応じて協議をしながら対応していかな

ければならないというように考えているとこ

ろであります。

以上でございます。

○議長（吉田敏男君） いいですか。

他に衛生費、質疑はございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○議長（吉田敏男君） 次に参ります。

１８ページから２０ページ、第６款農林水

産業費、質疑はございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○議長（吉田敏男君） 次に、２０ページか

ら２２ページ、第７款商工費、質疑はござい

ませんか。

８番。

○８番（川上修一君） 商工費の事業継続支

援金の関係でお聞きいたします。

昨日二川議員の一般質問でアンケートを

取ったと。それで結果の御報告を頂きまし

た。１２０件ぐらいの回答で１００万円以上

の影響があったのが３０件ぐらいかな。４件

に１件は大きな被害を受けているのだなと十

分感じております。

それで、業種別に例えば飲食業だったら何

割ぐらい影響を受けているとかというデータ

があったら、業種別にちょっと教えていただ

きたいのですけれども、よろしいでしょう

か。

○議長（吉田敏男君） 答弁、経済課長。

○経済課長（村田善映君） お答えいたしま

す。

ちょっと答弁する前に、多少ちょっと時間

を頂きたいのですけれども、まず昨日二川議

員に対して再質問の中のアンケート調査に幾

つか答弁させていただきました。それと、今

回アンケート調査についての内容も含めて、

ちょっと御説明させていただきながら、川上

議員の質問に答えさせていただきたいという

ことで、申し訳ないです。

今回のアンケートの調査の実施について

は、新型コロナ感染症によって国の緊急事態
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宣言並びに道の緊急要請等によって、様々な

影響を受けている事業者さん、この方の状況

を把握するためにまず実施して、これから必

要となる支援策について参考資料という形で

アンケートを取らせていただきました。しか

し、アンケートを集計している段階で、やは

り回答欄で、無回答欄もあったり、実は事業

名についても任意であるということから、業

種等についても一部その欄に入ってこないと

いうかな、その欄に入ってこないのですけれ

ども、大体推測しながら集計している結果で

ございます。そういったこともありますの

で、分かる範囲の中で説明させていただくこ

とを了解していただきながら、今の川上議員

の質問に回答させていただきます。

一応、業種ごとという形の中のアンケート

調査の結果は一応まとめてます。やはり一番

多いというふうな形で考えられている宿泊、

飲食、この占める割合については回答を受け

た事業者さんから割り出すと、飲食が６８％

の回答を受けており、宿泊についても６７％

回答を受けております。あと、その中でも数

字上で大きいところにいきますと、製造業だ

とか、やはり回答を受けている件数が少ない

と率も上がってきますので、その辺について

は先ほど言ったように、正確な数字というか

な、回答を受けた方々の部分から割り出して

いる部分もありますので、その辺は御理解頂

きながら、今の説明にさせていただきたいと

思っております。

以上でございます。

○議長（吉田敏男君） ８番。

○８番（川上修一君） 今の６８％とか６７

％、回答率のことなのでしょうか。いいです

か。私、お聞きしたいのは大まかで結構です

から、例えば飲食業でしたら前年と比べて半

分ぐらいの売上げしかなかったよとか、そん

な感じの回答が頂けたらありがたいのですけ

れども。

○議長（吉田敏男君） 答弁、経済課長。

○経済課長（村田善映君） ちょっとすみま

せん、誤解を招いてしまってすみません。

実はアンケートの中で、最も減少した月で

の減少率、減少額というのをアンケートに答

えさせていただいております。その中で、最

も減少した月というのが５月がやはり多い月

になっております。その中でいきますと、川

上議員おっしゃっているように、減少率に対

して飲食でいけば２０から３０％が３件、３

０から４０が４件、４０から５０が５件、５

０から７０が７件、７０％以上が８件という

数字になっており、宿泊業については、５０

％以上が５件ということになっております。

以上でございます。

○議長（吉田敏男君） ８番。

○８番（川上修一君） やっぱり想像したと

おり、大きな影響を受けているのだなと感じ

ております。

それで、どうもニュースとか見てますと、

国の事業継続支援金は随分申請が難しいのか

どうか、私ちょっと分からないのですけれど

も、申請しても不備があって半分ぐらいは何

かだめだとかという報道を聞くので、町でや

られることですから、申請の手続はなるだけ

簡素なやり方、それから申請上がってきて審

査も当然すると思うのですけれども、審査も

しやすいやり方をちょっと考えていただい

て、なるだけ早い給付をお願いしたいなと思

います。

質問を終わります。

○議長（吉田敏男君） 答弁はいいですか。

（「答弁ください」と呼ぶ者あり）

答弁、経済課長。

○経済課長（村田善映君） お答えいたしま

す。

予算が議決したもの、この支援金という

か、事業継続支援金の執行についてなのです

けれども、やはり川上議員言ったように、で

きれば簡素な申請方法ということで考えたい

のですけれども、やはりそこの部分でいくと

やはりまずうちのほうとしては、国の持続化

給付金、これを申請している事業者さんにつ

いてはそれを提出していただければ明確に分

かってくるというのもありますし、それ以外
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の部分も昨年度の確定申告だとか、そういう

形で一定程度減少率だとか、減少額が分かる

ような形の中で進められる方法があるかとい

うことは現在のところ、まだ事務手続等とか

申請、この事業に対する要綱等もまだ案も定

まっていないということもあるので、川上議

員がおっしゃっているような形の中で、なる

べくスムーズに事業者に支援をしていただく

方法を考えながら進めていきたいなと思って

おりますので、御理解のほどよろしくお願い

したいと思っております。

以上です。

○議長（吉田敏男君） よろしいですか。

次、２番。

○２番（高道洋子君） 関連でございます。

本当に飲食店以外の業種の方の実態がなか

なか聞くところによると、大変厳しい状況だ

と聞いております。例えば呉服屋さんも、ど

こも皆さん外出しないものですから服を買い

に来ない。それから、理容、美容院の方も、

どこも外出しないから２か月、３か月に１回

とか、髪が伸び放題になってからパーマもか

けに来るということで、それからほかの業種

ですね、眼鏡屋さんも家具屋さんも、それか

らいろいろありますよね。そういう人たちか

ら１０軒ぐらいの皆さんからお聞きしたので

すけれども、やっぱり飲食店が一番大変かも

しれないけれども、それと同様に大変だとい

うお話をよく伺うと聞きます。

前回、飲食店の限定で３０万円を６０戸

１,８００万円の、それは皆さんのところへ

もう既に届いていて、大変喜んでおりまし

た。それはそのときの条件というのは、特に

あれですよね、下がった上がったとか、何と

いうのですか、そういう条件なしに見舞金と

いう形で出したと思うのですけれども、今回

もできれば、国のお金を、助成が入るからそ

んなわけにいかないのかもしれませんけれど

も、お見舞金という形で、そんなにそんなに

約半分の人がアンケート参加しておりません

けれども、あんまり計算が難しいとなかなか

みんなもういいやということになって諦め

ムードで出さないでいる人もいるかもしれま

せん。そういうことで、お見舞金という形

で、飲食店のときの同様にそういう扱いがで

きないものかと。国のお金が入っているから

難しいのかなという気もいたしますけれど

も、やっぱり飲食店並みにみんな大変だとい

うことをよくお聞きするものですから、どう

かそういう形で何とか簡単に、川上議員言っ

たように簡素に支援できるようにお願いした

いと思います。どうでしょうか。

○議長（吉田敏男君） 答弁、経済課長。

○経済課長（村田善映君） お答えいたしま

す。

高道議員おっしゃっているように、前回は

緊急支援という形の中で飲食、宿泊、あとは

飲食店に卸している酒店だとか、そういう形

の中で、やはり著しく影響を受けているとい

う判断の下、緊急で支援させていただきまし

た。

今回につきましては、アンケートを取った

結果というか、うちのほうで今予算計上して

いる部分についてはある程度想定をしなが

ら、仕分けしながら予算を今組み立てており

ました。アンケートを取った結果を基にして

いくと、やはりそこは多少のずれだとかいろ

いろな形のずれだとか、そういったものはや

はり発生しています。ですけれども、やはり

それをどういうふうに、先ほど言ったサービ

ス業だとか卸売業等を含めて、幅広く支援が

できないかということで、今仕組みづくりと

いうか、どういうふうな支援が一番適切なの

かなと。予算の範囲の含めて、どういうふう

に枠組みをつくっていったらいいのかなとい

うことを、今、原課も含めて理事者とも相談

しながら、いろいろとこの調査を参考にさせ

ていただきながら、今進めている最中です。

ですから、高道議員仰せのように、本当に幅

広くお見舞金イコール支援金というふうな解

釈になってしまうかもしれませんけれども、

その辺よく検討しながら組み立てていってい

きたいなと。審査方法もやはりそこは乱暴な

やり方はちょっとできないのですけれども、
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やはりきちんとした基準というかな、審査基

準というのも和らげながら手続に入っていき

たいと思ってますけれども、やはりそこは

チェックはチェックでしないとだめだという

ところも御理解を頂きたいなと思っておりま

す。そういう形の中で進めてまいりたいなと

考えておりますので、御理解頂きたいと思っ

ております。

以上でございます。

○議長（吉田敏男君） ２番。

○２番（高道洋子君） ありがとうございま

す。

やはり足寄町の特徴は商店街の人たちは本

当に高齢者が多いと思います。７０、８０代

で何とか１年１年、今年を乗り切ったという

感じで頑張っております。

コロナの関係でやはりこういうムードに

なってきますと、このコロナを機会にやめよ

うかという人も結構聞きました。問屋の支払

いを２月に１回出る年金で払っているんだよ

という、だから２月に１回しか年金が来ない

から、来月大変だという切実な声も聞いてお

ります。

ですから、１軒でもこれ以上やめられたら

本当に街の灯も消えていきますので、やはり

そのことを考えて、足寄ならではの優しい支

援策を考えていただきたいと、答弁は要りま

せん。

以上でございます。

○議長（吉田敏男君） 他に商工費、質疑は

ございませんか。

３番。

○３番（進藤晴子君） すみません、関連で

すみませんが、今の支援金ですね。大体いつ

ぐらいをめどに、町民はやっぱり期間がやっ

ぱり気になるものですから、いつぐらいをめ

どに検討されているのか教えてください。

○議長（吉田敏男君） 答弁、経済課長。

○経済課長（村田善映君） お答えいたしま

す。

議決後のスケジュールという形で御理解し

ていただきたいのですけれども、やはりこれ

から事務手続上の事案の整理をしながら進め

ていきます。ある程度決まったら、事業者さ

んに通知案内をして、そして申請が来るとい

う形の中で、大きく言うくくりで行くと、７

月ぐらいには皆さんの事業者の手元に行って

申請書が届いて、できることであれば、随時

支給していく形になると思うのですけれど

も、おおむねやはり皆さんお盆前ぐらいには

やはり一定程度の支援金を頂ければ大変助か

るかなと思っておりますので、できればお盆

前に何とか行きたいなというふうなスケ

ジュール感で思っております。

以上でございます。

○議長（吉田敏男君） 他に商工費、ござい

ませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○議長（吉田敏男君） それでは、次に参り

ます。

２３ページ、土木費、質疑はございません

か。

失礼をいたしました。２２ページ、第８款

土木費。

５番。

○５番（田利正文君） 工事請負費のプール

内部改修工事２,７００万円について、

ちょっとお聞きしたいのですけれども、プー

ルに入って左側の壁に正式には壁画というの

でしょうか、よく分かりませんけれども、壁

全体に絵がありますよね。あれの補修をどん

なふうにやるのかと、ちょっとお聞きしたい

のですけれども。あるいはどのぐらいの費用

かかるのか。工法などについても。

○議長（吉田敏男君） 答弁、教育次長。

○教育次長（沼田 聡君） お答えをしま

す。

恐らく中に入って壁面の大きな、のことだ

というふうに思っておりますが、令和元年度

から温水プールの改修事業をスタートしてお

りまして、令和元年度事業の中で落下防止の

ための吹きつけみたいな形で落ちないような

ことで工事はもう既に終わっております。

以上です。
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○議長（吉田敏男君） ５番。

○５番（田利正文君） どのような方法でや

られたのかということをお聞きしたかったの

ですけれども。プール利用している方から、

過去に落下物があって、けがをしたのか未遂

なのか分かりませんけれども、そんなような

こともありまして、どういうふうにするのだ

ろうねという意見がありましたので、もし分

かるのであれば、素人にも分かるような、こ

んなふうな方法でやったんだよというのが教

えていただければと。

○議長（吉田敏男君） ここで、暫時休憩を

いたします。

午前１０時５２分 休憩

午前１１時０７分 再開

○議長（吉田敏男君） 休憩を閉じ、会議を

再開をいたします。

答弁、建設課長。

○建設課長（増田 徹君） お時間を頂き、

誠に申し訳ございませんでした。

田利議員の壁画ガラスモザイクタイルの改

修についてですが、剥離防止改修という形で

水性壁透明防水工法にて表面を塗装するとい

うような形で改修を行っております。

以上でございます。

○議長（吉田敏男君） ５番。

○５番（田利正文君） 聞いて分からないの

ですけれども、もう少し素人で分かるように

解説してもらえますか。

○議長（吉田敏男君） もう少し詳しく、細

かく切り砕いて。

答弁、建設課長。

○建設課長（増田 徹君） 細かくというこ

となので、壁面ガラスモザイクタイルの表面

に透明の塗装、塗料で塗って落ちないように

する改修でございます。アクリルだとか、そ

ういったやつで表面を塗装することによっ

て、全体を１枚のようにして落ちにくくする

というような改修になります。

もっと。あとどういうふうに。表面に塗装

して落とさないという話なのですけれども。

吹きつけではないと思いますね、塗るのです

ね。塗布してという形ですね。塗装して。ペ

ンキを塗るような形で表面に塗って落ちなく

するというような形の工法でございます。

以上でございます。

○議長（吉田敏男君） ５番。

○５番（田利正文君） 絵がありますね。上

から塗ってしまう、剥がさなくて上から塗っ

てしまう、そしてまたその上からまた押さえ

る、アクリル板で。（「はい」と呼ぶ者あ

り）

分かりました。

○議長（吉田敏男君） それでいいのです

か。

他に土木費、質疑はございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○議長（吉田敏男君） それでは、次に参り

ます。

２４ページ、消防費、質疑はございません

か。

１１番。

○１１番（木村明雄君） ここで、消防団員

は町民の生命と財産を守るという、まず使命

があります。そこで、今から４年前ですか、

今は大きな台風もある、そしてまた水害もあ

るというようなことで、有事の際には我々も

本当に心強い思いをしながら進んできている

わけなのですけれども、そこで、何人が退職

をするのか、その辺ちょっとお伺いをしたい

と思います。

○議長（吉田敏男君） 消防課長、答弁。

○消防課長（大竹口孝幸君） お答えいたし

ます。

今回退職される方は、３月３１日付の方

で、全体で１６名の方が退職されます。１６

名の内訳になりますが、本団２名、第１分

団、市街地が４名、大誉地地区が５名、芽登

が２名、上利別が２名、螺湾が１名となっ

て、合わせて１６名となっております。

以上でございます。

○議長（吉田敏男君） １１番。

○１１番（木村明雄君） たまたまこんなに

１６名の人が退団をするということになった
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のか、この辺、高齢化が進んでいってなって

いるのか、その辺ちょっとお伺いをまずした

いと思います。

○議長（吉田敏男君） 答弁、消防課長。

○消防課長（大竹口孝幸君） お答えいたし

ます。

まず退団の理由から御説明させていただき

ます。

まず、団長の任期満了で１名退職されてお

ります。あと、自己都合ということで、どう

しても仕事がもう忙しくなって消防団の活動

ができないという方、この方が６名おりま

す。あと、仕事の都合上、町外に転出された

方が２名おります。あと、体調不良ですね、

ちょっと病気になりましてどうしても続けら

れないという方が２名、あと体制見直しとい

うことで大誉地消防団、陸別から来られてい

た団員さん５名の方が退職されております。

それと、今高齢化の話が出ましたが、年齢

別で言いますと、７０歳以上が１名、６０以

上が６名退職されています。５０歳以上が５

名、あと４０歳以上１名、３０歳以上１名、

２０歳以上が２名ということで、約半数が６

０歳以上ということでの退職になっておりま

す。

以上でございます。

○議長（吉田敏男君） １１番。

○１１番（木村明雄君） 様々な形があろう

かと思うのですけれども、今回１６名も退団

をするということになったわけで、これから

先に向けて、やはり我々も有事の際、もしあ

るとするならば、心細い思いをしなければな

らないということになるわけなのだけれど

も、そこで欠員になるわけなのだけれども、

補充をどうなのか、その辺お伺いをしたいと

思います。

○議長（吉田敏男君） 答弁、消防課長。

○消防課長（大竹口孝幸君） 今、定数が１

５０名のところ１２２名実員おります。２８

名の不足ということで、これを補うために今

までも行っておりました各事業所へのＰＲ活

動、また団体へのＰＲ活動を行いまして、勧

誘に努めていきたいと思います。

また、団員の待遇改善ということで、費用

弁償の見直し等、また報酬等の見直し等も今

後検討していかなければならないのかなと

思っております。

さらに、消防団協力事業所や消防団応援の

店事業を実施するなどして、今後団員確保に

努めてまいりたいと考えております。

以上でございます。

○議長（吉田敏男君） １１番。

○１１番（木村明雄君） ただいまという

か、今回１６名の方が退団をするということ

なわけなのだけれども、そして総体的に見た

ときには欠員が２８名もいるということにな

るわけなのですけれども、これからについ

て、これについて、各１分団から５分団まで

あるわけなのだけれども、これについて２８

名、これの見通しというのかな、それらにつ

いてどうなのか、ちょっとお伺いをしたいと

思います。

○議長（吉田敏男君） 答弁、消防課長。

○消防課長（大竹口孝幸君） ４月１日付に

３名の方が入団はされております。今後、第

１分団につきましては４名の方が８月１日付

で一応考えています。コロナの影響もありま

して、当初５月以降入る予定でしたが、団活

動もしてませんでしたので、８月１日以降と

いうこと、今検討しております。２分団につ

きましては、何人かはちょっと若い方がいる

という話は聞いてはいるのですが、なかなか

ちょっと入団されてない。高齢化も進んでま

すし、ちょっと先の見通しが立たないという

ことで、今後上利別のほう、分団とも合併と

いうこともちょっと視野に入れながら検討し

ていかなければならないかなと考えておりま

す。

また、５分団方面ですね、５分団方面につ

きましても、特に上足寄地区、ここにつきま

しては、ここ１０年ほど、団員の入団がござ

いません。入れ替わりがなく、一番高齢化が

進んでいる地域かなと思っております。です

ので、そこにつきましても今後５分団一つに
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するなど、ちょっと視野に入れながら検討し

てまいりたいと思います。

また、３分団、芽登地区につきましては、

新規就農者とかが、若い方が結構いるという

お話を聞いております。あそこは常に定数満

度にいる分団ですので、芽登につきましては

今後も大丈夫かなとは考えております。

以上でございます。

○議長（吉田敏男君） １１番。

○１１番（木村明雄君） 各方面、皆それぞ

れに欠員になっていくのだとは思いますけれ

ども、一番大事なことはやっぱり町の中、足

寄の町の中だと思うのですよね。やはり火事

はやっぱり小さいうちにたたいてしまうとい

うことを考えたときには、やはり訓練をした

人間がやはり率先して、その火事をやっぱり

消すということが主体になろうかと思うわけ

なのだけれども、そこでやはり１分団につい

ては何としてでもやはり満度に消防団員を

やっぱり探していただきたい、そんなふうに

思うわけなのだけれども、その辺についてい

かがなものかお伺いをしたいと思います。

○議長（吉田敏男君） 消防課長、答弁。

○消防課長（大竹口孝幸君） 今議員仰せの

とおり、特に第１分団は厳しい状態が続いて

おります。特に２０年前、３０年前と情勢が

変わりまして、事業主さん自ら出られるとい

う状況ではなく、もうサラリーマン化されて

ますので使われている身の方がほとんどの状

態です。ですので、仕事を投げ出して出られ

るという方がなかなかいないのかなと。しか

しながら、事業所のほうに出向いて極力、極

力というか、出られる体制を整えて消防団の

ほうに入団していけるように進めてまいりた

いと考えております。

本当、第１分団に限っては特に農協関係さ

んが協力的で、今回も４名というのは農協の

方になります。ですが、農協さんも手広く仕

事をしているものですから、昼間の災害にお

いてはなかなか出動というのは厳しいのかな

という思いがあります。しかしながら、災害

はいつやってくるか分かりませんので、第１

分団が難しければ隣接の消防分団も出動いた

だきながら対応していきたいと考えておりま

す。

以上でございます。

○議長（吉田敏男君） よろしいですか。

他に消防費、ありませんか。

４番。

○４番（榊原深雪君） お伺いいたします。

今、定数のことだったのですけれども、１

５０名ということでお聞きしておりますが、

これは何年頃から１５０名ということで決

まっているのでしょうか。

○議長（吉田敏男君） 消防課長、答弁。

○消防課長（大竹口孝幸君） 前回も総務委

員会のときにちょっとお話ししたのですが、

ちょっと訂正させていただきます。あのと

き、たしか１６年とおっしゃったと思うので

すが、すみません、平成１０年に定数を改正

したと申し上げましたが、平成１６年４月に

なります。平成１６年４月に現在の１５０名

に定数を変えております。それ以前は１５７

名の定数でございました。

以上でございます。

○議長（吉田敏男君） ４番。

○４番（榊原深雪君） 総務委員会でお聞き

したとき、２０年前のお話だったものですか

ら、人口はそのときどのぐらいだったのだろ

うと思って調べてみましたら、その頃から現

在比べますと、２,０００人は減っているの

ですね。今、お聞きしますと、１４年前とい

うことですから、それではかっても千何人は

減っているということなのですね。そこで、

団員のやはりお仕事を持ちながら、地域住民

のために駆けつけていただけるということは

すごく感謝しておりますけれども、やはり団

員のなり手不足の原因として、やはりサラ

リーマン化しているということで使われてい

る身としましたら、やはりなかなか消防団員

に負担をかけるというのは大変なことだと思

うのですね。だから、そこのところもう

ちょっと考えていかなければならないなと

思っているところです。そして、この退職の
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方も、補正予算の前は１０万３,０００円

だったのですけれども、５８３万５,０００

円ということで、退団された方が大勢いらっ

しゃるので、やっぱり予測つかないというこ

とですよね、この数字から明らかにすること

は。この１５０名の定数が今の人口に対して

ふさわしいかどうなのかということは、どの

ようにおはかりしたらいいのでしょうか、お

聞きします。

○議長（吉田敏男君） 消防課長、答弁。

○消防課長（大竹口孝幸君） 定数の削減に

ついては、実は今消防団、消防署等で協議し

ている段階でございます。その中で、各分団

を集めて定数の在り方について改めてちょっ

と協議しなければならないということで考え

ているところです。当然、今おっしゃったよ

うに２,０００人も減っている中で１５０人

で定数はいいのかということも、本当に協議

していかなければならないかなと考えており

ます。

以上でございます。

○議長（吉田敏男君） ４番。

○４番（榊原深雪君） 共済、この退職者の

方に当たる退職報償金なのですけれども、財

源としたら共済掛金を自治体がお支払いして

いるということかお伺いいたします。

○議長（吉田敏男君） 共済金の財源。（発

言する者あり）

答弁、消防課長。

○消防課長（大竹口孝幸君） 今回支給、退

職金を支払われるのは町の単独費、一般財源

ということでなります。もう一つ、道の共

済、北海道市町村総合事務組合から支給され

る退職金とはまた別の退職金になります。こ

れは町のほうからの支給の退職金になりま

す。

以上でございます。

○議長（吉田敏男君） ４番。

○４番（榊原深雪君） では、道の共済掛金

というのは自治体が払っているということで

よろしいのでしょうか。

その共済掛金というのは、何名に、この定

数に対してを払っているのですか、それとも

１２２名の今現在の団員数に伴って共済掛金

を払っているのかどうかお伺いします。

○議長（吉田敏男君） 消防課長、答弁。

○消防課長（大竹口孝幸君） 市町村総合事

務組合支払いしているのは定数になります。

ですので、１５０名分を支払っているという

形になります。

○議長（吉田敏男君） ４番。

○４番（榊原深雪君） ということは、どれ

ぐらい前から団員が定数から少なかったかと

いうことはちょっとまだ今急に言っても調べ

られないと思いますけれども、それだけ１５

０名分を支払っているということ、やはり町

の財政にも負担がかかるということですよ

ね。だから、その定数、自分の町のいる団員

に対して支払えるような仕組みというのか、

ということをこれから検討されていったらい

かがと思いますが、答弁お願いいたします。

○議長（吉田敏男君） 町長、答弁。

○町長（渡辺俊一君） お答えいたします。

今消防課長のほうからもお話ししましたけ

れども、定数についても見直しを今かけてい

るというところでございまして、今まで１５

０名の定数でございまして、その定数よりも

少し欠けている、欠員が若干はいたのだと、

今までもいましたけれども、やや１５０人近

い人数の団員さんがいらっしゃったというと

ころであります。最近の状況を見ながら、定

数についても見直しをかけていかなければな

らないという状況でございますので、そう

いった中で定数を見直しすれば、その定数に

対する掛金というような形になりますので、

無駄という言い方は変かもしれませんけれど

も、余分に払わなくてもいいような形にはな

るのかなというように思っております。

そういった意味で、今後今榊原議員からお

話あったような形で、見直しをかけながら町

の負担についても適正な形で支払いを、掛金

をかけていくというような形にしていくよう

に検討させていただきたいというように思っ

ております。
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以上でございます。

○議長（吉田敏男君） ４番。

○４番（榊原深雪君） そうですね。やっぱ

りこういったところの、細かいようですけれ

ども、やはり視点を見つけて改良していくと

いうのが大事なことなのではないかなと私は

思いますので、早急に手をつけていただきた

いなと思っております。

以上です。

○議長（吉田敏男君） 他に消防費、質疑は

ありませんか。

２番。

○２番（高道洋子君） 消防費の中の３目災

害対策費についてお伺いいたします。

この災害対策費の中の一般需用費、消耗品

費では９２１万８,０００円とか、それから

備品購入では避難所の間仕切りとか計上され

ておりますけれども、コロナ対策対応という

ことで、先日テレビを見てましたら、やはり

今までの１００人収容できた施設であって

も、やっぱりコロナの場合は間を空けなけれ

ばいけないので３倍から４倍の面積が必要だ

ということが報道では言ってました。専門家

の意見ですね。それからいくと、今まで総合

体育館とか各会館とか使っておりましたけれ

ども、もう当然コロナ対策としては狭いとい

うことになると思います。足寄町もここ２０

年間ぐらいしか分かりませんけれども、何回

か避難所生活を経験しております。また、や

はり異常気象による雨が大量に降るようにな

りました。だから、今後とも四季を関係なく

避難所ということは、またコロナも大変今こ

こで終結しないで、冬も、また来年もあるか

もしれない。また、コロナ以外のウイルスが

発生するかもしれない。そういう中で、やは

りこの避難所生活ですね、対策が大事かなと

思います。

この消耗品、どのようなものを９２０万

円、それから間仕切りのどういうイメージに

なるのか、説明願います。

○議長（吉田敏男君） 答弁、総務課長。

○総務課長（松野 孝君） お答えいたしま

す。

消耗品費の内訳でございますが、マスク、

それと消毒用アルコール、非接触型体温計、

それとカプセル型の簡易ベッドを購入する消

耗品費を計上してございます。

あと、避難所用間仕切りにつきましては、

高さが１.８メートル、横幅が、四角の形に

なっておりまして、４.２メートル四方の間

仕切りの中で、１部屋当たり２.１メートル

のスペースがあるものを１０セット購入する

ものでございます。

以上でございます。

○議長（吉田敏男君） ２番。

○２番（高道洋子君） 私も今１０セットと

言いましたので、少し安心したのですけれど

も、やはりテレビですけれども、専門家の言

うのには、やはり段ボールベッドとそれから

食事をする段ボールの組立式の机、椅子、そ

れで１セットということで、これが２.５平

方メートルですか、そういうことで大体テレ

ビで見る限りは１坪ぐらいの部屋だったよう

な気がするのですけれども、それは単価はど

のぐらいか分かりませんけれども、これをや

はり自宅で、病院には入院してないけれども

自宅で療養している人たちとか、高齢者と

か、それから乳幼児、生まれたてのそういう

赤ちゃん、母子ですね。そういう人たちが入

るようなスペース、個室を何個か、何十個

か、設置してほしいなという思いで今質問し

ております。

今回は１０セットということで、１セット

幾らぐらいになるのでしょうかね、単価。

○議長（吉田敏男君） 総務課長、答弁。

○総務課長（松野 孝君） 避難所用の間仕

切りの単価ということでよろしいでしょう

か。（「１セットですね」と呼ぶ者あり）

１セット当たり消費税込みで５万９,４０

０円でございます。

以上でございます。

○議長（吉田敏男君） ２番。

○２番（高道洋子君） それで５９万４,０

００円ということで、１０セットなのです
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ね。

それでやっぱり１０セットでは足りないの

ではないかなという思いがしております。で

すから、それは各会場に、もちろん面積がす

ごく広く取らなければいけないし、それから

施設そのものも数多く確保しなければいけな

いのではないかなということになりますと、

郡部のほう、町のほう全部合わせていきます

と、やはり各会館にそれこそ５セットぐらい

ずつ設置していかないと、これからはやっぱ

り入院はできないけれども、一歩手前のそう

いう高齢者とかそういう人たちがこれから増

えていくわけですから、今回１０セットでも

毎年５０セットとか、３０セットずつ次年

度、来年は何ぼ、再来年は何ぼというふう

に、年次ごとにそういう予算を立てて増やし

ていってほしいと。やはりあれが究極の避難

個室というか、そういうに私は思っておりま

すので、どうでしょうか。

○議長（吉田敏男君） 答弁、総務課長。

○総務課長（松野 孝君） お答えいたしま

す。

議員御指摘のとおり、今の足寄町はたまた

ま新型コロナウイルスの感染症の感染者が発

生しておりませんが、万が一今感染者が非常

に蔓延して、そのときに大規模な災害が起

こったときにつきましては、当然飛沫感染を

防いだり、あるいは３密を回避するというこ

とが必要になってくるものですから、当然、

今の状況では各指定避難所に町民の方が避難

した場合、どうしても密になる状況になって

くるのが予想されます。それで、北海道にお

いても５月ぐらいに今の新型コロナウイルス

の状況下に対応する北海道版の避難所マニュ

アルの改正をしておりまして、本町におきま

してもそれを参考に、例えば避難所の指定に

つきましては実際この３密を避ける状況にな

りますと、どうしてもなかなか場所がない

と。それで、国の通知にもありますけれど

も、例えば旅館だとか、あるいはホテル等の

宿泊施設の活用も考慮しなさいという通知も

来ております。それで、今後は避難所の環境

も早急に、今の感染症が拡大した中での災害

が起きた場合の避難所の運営等の在り方につ

いて、今後検討してまいるとともに議員御指

摘のとおり、今後そういう感染症対策備品、

今回購入した備品についても考慮しつつ予算

に次年度以降計上してまいりたいと考えてお

ります。

以上でございます。

○議長（吉田敏男君） よろしいですか。

１番。

○１番（多治見亮一君） もう一度間仕切り

のことでちょっと聞きたいのですが、１セッ

トが４.２、４.２で囲われるということだと

いうふうに聞いたのですが、それを４つに割

るということですか。そこで１セットで何人

ぐらいが使用するという設定になってます

か。

○議長（吉田敏男君） 答弁、総務課長。

○総務課長（松野 孝君） お答えいたしま

す。

もう一度申し上げますが、一応間仕切りは

４つの部屋に構成されておりまして、１部屋

当たり、１部屋当たりでないですね、高さが

１.８メートルの１部屋当たり２.１メートル

四方の四角の形になります。

それで、２.１メートル掛ける２.１メート

ルの４部屋できるところですので、約４平米

のお部屋が４つできるという形になりますの

で、畳で言いますと２畳以上のお部屋になる

かと思います。

以上でございます。

○議長（吉田敏男君） １番。

○１番（多治見亮一君） それで、１セット

何人使用というのが標準にしているのか、

ちょっと聞きたかったのですよね。

○議長（吉田敏男君） 答弁、総務課長。

○総務課長（松野 孝君） お答えいたしま

す。

約２畳ぐらいのスペースですので、大体想

定は寝ることが可能ということを考えれば２

名程度の人数の使用が可能だと思われます。

○議長（吉田敏男君） １番。



― 18 ―

○１番（多治見亮一君） 今のお話ですと、

８０人ぐらいしか使えないということだと思

うのです。そういうことであれば、多分使わ

れ方というか、使用の方法をいろいろ考えて

いるのだと思うのですが、その辺を含めて検

討されたのかどうかと、やっぱりちょっと足

りないのかなというふうに思うのですよね、

１０セットでは。やっぱりもうちょっとやっ

ぱり買っておかないと、何かあったときにも

やっぱりちょっと対応し切れないのではない

かなと思うので、その辺ちょっと考慮してい

ただきたいと思います。どのように、取りあ

えずどういうふうに使っていくのかというの

を考えたのかどうか、ちょっとお聞きしたい

と思います。

○議長（吉田敏男君） 答弁、町長。

○町長（渡辺俊一君） お答えをいたしま

す。

多治見議員御指摘のように、８０名程度で

すから、そういった部分では全然避難する中

での非常に足りないという部分はあるのかな

というように思っております。

今回、今コロナウイルスが感染状況の中

で、取りあえずは緊急事態宣言は収まってお

りますけれども、感染拡大のリスクというの

はまだまだいっぱいあるわけで、今例えば大

雨が降って避難所が開設しなければならない

よということが起きたときに、どうしてもや

はりその中で収容できる人数というのは限ら

れてくるわけですけれども、もっと言えば人

と人との間にある程度の間隔を取らなければ

なりませんので、今までと同じような人数が

その中に入れるかというのは非常に難しいと

ころだろうというように思っております。そ

ういった部分ではいろいろな、例えば小学校

だとかであれば、今までは体育館だけを使っ

ていたけれども、教室も使わなければならな

いだとか、そういう形でそれぞれ分散をしな

がら避難所に入っていただくという形がまず

考えられると。それとあと、避難所に集まら

なくても、もしかしたら自宅でも大丈夫なと

ころというのもあるわけですので、そういう

ところからの観点からいくと、なるべく自宅

にいたほうが安全な場所というのもあるの

で、そういうことも考えながらやらなければ

ならないのかなと思っています。

今回、収容、間仕切り等はやはり例えば熱

があるだとか、感染のリスクというか、体調

がよくないだとか、そういったような人たち

が入っていただくだとか、もっと言えばそう

いう方たちについては、例えばほかに別な部

屋があればそういったところに別に入ってい

ただくというような形にしなければならない

かなというように思っています。そのほかの

方たち、まだ体調は悪くないよという方たち

は今までどおりの広い部屋の中に、何という

のかな、一緒にいていただくような形になる

のかなというように思いますけれども、当面

はそういう形なのかなと思っています。

先ほど高道議員さんからもお話ありました

ように、こういう仕切りだとか、そういった

ものというのは、今回のコロナウイルスの感

染といった部分だけではなくて、やっぱり一

人一人の個別の空間というのはやっぱり必要

になってきますので、間仕切りというのはこ

れからも必要になってくるのかなと。コロナ

ウイルスの感染に限らずですね。そういった

意味で、今後こういう間仕切りというのも増

やしていかなければならないというように

思っております。

それから、簡易ベッドなども、今まで床の

上にシートだとか敷いていただいた部分あり

ますけれども、やはりなるべくそういう少し

高いところで寝たりしていただくというの

は、非常に冬期間などはやっぱり寒さなども

かなり違うようですし、それから床の上に寝

ているのから比べるとやはり少し高いところ

のほうが、今回のコロナウイルスについても

感染リスクが少しは下がるというようなこと

も聞いておりますので、そういう形にしてい

かなければならないかなというように思って

います。

いずれにしても、今回の１０セット分とい

うのが、これで終わりだよということではな
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いということを御理解頂ければというように

思います。

以上でございます。

○議長（吉田敏男君） １番。

○１番（多治見亮一君） 近年の大雨が頻繁

に起きている状況で、この近年ですと８月、

９月あたりに避難したという記憶がありま

す。そういうふうにいくと、あと何か月もな

い段階で危険性が高まってくるのかなという

ふうに思います。使われ方、それから避難所

の設置の仕方、道のマニュアルを待っていて

は間に合わないというふうに思いますので、

その辺も検討していただいて、間仕切りのほ

うも増強していただけるのが一番いいのかな

と思いますので、その辺よろしくお願いしま

す。

以上です。

○議長（吉田敏男君） 他にございません

か。

６番。

○６番（熊澤芳潔君） 私、前回の一般質問

で備蓄用のマスクだとかいろいろどういう状

況と聞いている中では、マスク等は１０年以

上たっているよとかいろいろあったのですけ

れども、今回買うということなのですけれど

も、ちょっと細かいことで申し訳ないのです

けれども、マスクはではどのぐらいの量を

買ったのか。これから第２波、第３波といろ

いろと来る予想があるのですけれども、そう

いった備蓄品について、も含めた、マスク等

はどのぐらいの対応になっているのか。

それともう１点は、足寄町の地域防災計画

とうことで頂いたのですよ。こんな厚いもの

ですからね、なかなか十分に読んでいなかっ

たのですけれども、たしか国は新型コロナウ

イルスだけだかどうか分かりませんけれど

も、それに対応するような防災計画を、防災

マップなのか分かりませんけれども、そう

いったものをつくりなさいということになっ

ていたような気がしたのですけれども、その

点について、これはどのような形なのか、

ちょっとお聞きしたいと思います。

２点についてお願いします。

○議長（吉田敏男君） 答弁、総務課長。

○総務課長（松野 孝君） お答えいたしま

す。

マスクにつきましては、一応予算的には１

箱当たり５０枚入りのマスクを７,３４４箱

購入する予算を計上してございます。枚数に

換算いたしますと。（発言する者あり）

３６万７,２００枚になります。

それと、防災計画の関係ですけれども、行

政報告の中にも町長答弁してございますが、

先ほど多治見議員のほうからそれを待ってい

ては遅いということですが、一応今後、多治

見議員の御指摘のことにつきましては、早急

に検討もしてまいりたいと思いますが、基本

的には北海道の北海道版避難所マニュアル

が、先ほど申しましたように５月に策定がさ

れましたので、それを基に行政報告いたしま

した防災計画につきましても改定を含め、検

討してまいりたいと考えてございます。

以上でございます。

○議長（吉田敏男君） ６番。

○６番（熊澤芳潔君） 消毒用薬品等も当然

買っている予定だと思うのですけれども、そ

の点についてどうですか。

○議長（吉田敏男君） 総務課長、答弁。

○総務課長（松野 孝君） 消毒用のアル

コールにつきましては５リットルを５０セッ

ト購入いたします予算でございます。全部で

２５０リットルのアルコールの購入でござい

ます。

以上でございます。

○議長（吉田敏男君） ６番。

○６番（熊澤芳潔君） それで、今後第２

波、第３波ということでいろいろ考えられる

ので、そういったことも含めた計画でこのぐ

らいで足りるよということでしょうかね。そ

の都度買うのかどうか分かりませんけれど

も。

○議長（吉田敏男君） 答弁、総務課長。

○総務課長（松野 孝君） お答えいたしま

す。
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現段階では今答弁申しました数量を購入い

たしますが、万が一今後不測の事態が発生い

たしましたら、予備費の充用も考慮しつつ購

入を検討してまいりたいと思います。

以上でございます。（「分かりました」と

呼ぶ者あり）

○議長（吉田敏男君） いいですか。

他に消防費、質問ありませんか、質疑ござ

いませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○議長（吉田敏男君） 次に２４ページから

２８ページ、第１０款教育費、質疑はござい

ませんか。

１２番。

○１２番（井脇昌美君） 昨日の３番議員さ

んの一般質問の中で、具体的な内容をちょっ

と特に小学校の教育経費のところで新型コロ

ナウイルス対応の教育委員会の所管なのです

けれども、小学校の管理経費等々も含めた中

で、何というのですか、オンライン授業とい

うのですか、これが来年の２月に実施される

や否やということでお聞きしました。もちろ

ん、今回タブレット等々の購入費、またパソ

コンも含めておられると思うのですけれど

も、小学校、子供さんらに対しては恐らく貸

付になるのでなかろうかな、購入ということ

にならないわけですから、なるのではなかろ

うかなと思うのですけれども、そこの中で、

いろいろな、その後もう１点、２点お聞きす

るのですけれども、まずこの２月の実施に向

けて今どのような実施計画を、例えばです

よ、この小学校の、例えばですよ、家庭に言

わば何というのかな、パソコンを貸し付けて

も、小学生ですから親が、両親がどちらかが

いなかったらそれ機能なさなくていいのです

か。ですから、私は効率効果は、貴重な１兆

円に対して７,６７０万円の３０％近い教育

費に当たっているわけですから、４,０００

万円の商工費の次に多額なわけですから、僕

は効率を求めるのに猫に小判であるようなこ

とにはなってほしくないと。これはこの機械

は買うこと、お金出せば買えるのですか。僕

は非常に、昨日も３番議員さんの質問で答弁

が非常に窮屈な、何か無理されている答弁が

あるように私は傍聴をさせてもらったのです

けれども。まずこの２月に実施する、そこま

できちんと明確に、２月に実施しますという

ことを次長のほうから打ち出されていまし

た。それに合わせての対応、細かな子供らに

対しての配慮もどこまで、もう既に予算を組

んだということは、そこまで具体的なあれ

が、示されているのだろうと思うのです。

ちょっと説明頂きたいと思います。

○議長（吉田敏男君） 答弁、教育長。

○教育委員会教育長（藤代和昭君） お答え

いたします。

まず、それが教育的に効果が非常に高いか

どうかは別にしまして、ＩＣＴ教育、とりわ

けそういうものを活用したオンラインという

のは国のある種国家戦略というのですかね、

グローバル社会の国家戦略。したがって、教

育界においてもそれは教育の今日的課題に

なっているのですよ。だからこそ国の段階で

もそういうＧＩＧＡ構想ということで市町村

津々浦々まで子供たちに１台タブレット４万

円までは出しますと、そういうことなのです

よね。

そこで、昨日進藤議員のほうから教育格差

のことありましたけれども、教育格差のそれ

をどう捉えるのかによって違いますけれど

も、私はやはり義務教育段階でせめて、せめ

て子供たちに大きな学力差がつかないように

するために教育委員会としてもでき得る限り

の支援だとか、教育条件整備に努めていきた

いなと思っています。具体的には、その中で

も具体的にはやはり学校の１年間の学習する

内容や時数を定めた、その学校のいわゆる総

合的教育計画というのですけれども、教育課

程とあるのですよね。それを適正に実施する

ことがやはり学びを保障する大前提である

と。その次にいろいろなことがあるのだろう

なと思っています。まず義務教育段階では。

そこで、そのオンラインなのですけれど

も、どんな場合に現実的に使われるのかとい
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うと、やはりやっぱり、これも昨日ちょっと

申し上げましたけれども、感染症などで長期

の休業を余儀なくされて自宅学習を子供たち

がする、そういう場合がやっぱり予想される

のですよね。それ以外はなかなか義務教育段

階ではちょっ活用というのは私の頭に浮かば

ないのですけれども。高等教育の大学あたり

ならまたちょっと違うのでしょうけれども

ね。そんなことで、国の段階としてもそうい

う方向性でありますから、当然当教育委員会

としてもそういう整備をしていくと。

それで今学校の状況なのですけれども、今

オンラインが、そういう授業をするのが可能

なのかどうかといったら、これは可能です。

カメラもありますし、タブレットもあります

から。ただ、教育委員会、義務教育段階とし

ては、やはり教育の機会均等、その機会を等

しく与えるということが、これが大前提です

から。そのためにどう時には支援をしたりす

るかということなのですよね。そうすると、

様々な、できるのですけれども弊害は現時点

でもあるのですよね。例えば、それを発信す

る学校側の問題、先生方もそれなりに今研修

をしようとしています。昨日もちょっとその

件で中学校ちょっと行って、いろいろな先生

や校長とも話ししたのですけれども、例えば

そういう画像送るのでも、それなりのやはり

いろいろなことありますよね。やっぱりそう

いうノウハウを持たなければならない。学校

側とすると、１人の先生ができるわけでな

い。当然いろいろな、そこで人的な問題があ

る。一方、各家庭においたときには、これや

はりタブレットが国からでそういうことで町

でそろえたとしても、学校で貸せられるのは

１家庭に１台ですよね。そうしたら３人子供

いたらどうするのだと。あるいは、それぞれ

の家庭によって、インターネットに接続して

いない家庭の方針で、方針であったり、ある

いは経済状況であったり、そういう家庭もあ

りますよね。それから家庭でそういうふうに

したいと思っても、なかなか回線が上手にい

かない、まだ光回線が通ってなかったり、そ

ういう状況いろいろありますよね。そういう

中で、総合的、横断的に捉えたときに、一応

国のそういうＧＩＧＡ構想で予算もつけてい

ただいたのですけれども、行政では昨日も次

長申し上げましたように、一応今年度中にタ

ブレットは配備したいというのですよね。た

だ、一気に全国的に迫ってますから、これは

本当に可能なのかどうか。そうすると、足寄

町としては次年度に、次年度にやはり学校で

のいろいろな課題を克服しながら、次年度に

そういうオンライン授業が可能になるように

整えていきたいと思っています。例えば、そ

ういうふうにその中で、家にインターネット

つないでないだとか、回線がうまくつながら

ないというところにつきましては、学校にそ

ういう家庭の子供たち集まっていただいて、

学校でオンラインを視聴すると。そんな形

で、いろいろな局面からできないことを羅列

するのは、これはいっぱいできるのですけれ

ども、やはり今の確定状況の中から、できる

ことをピックアップしていって、そしてでき

ることから少し足寄町の身の丈に合うような

形で実施をしていきたいと、そういう大きな

構えを教育委員会としては持っています。

一方、今教育界では学びというのは主体的

で、それから対話的学びなど何かそういう難

しいこと言っているのですよね。これが全国

の、何言っているのかといったら、これやっ

ぱり世界のグローバル化というのかな、もっ

と言うと、高度情報社会、高度情報通信社会

に対応するような、そういう学びを保障して

いこうと。さらに言うならば、ただ技術や知

識、そんなの覚えても使い物になりませんよ

と。それをどうやって生かしていくのと。こ

ういうバブル後の転換ということで、今から

もう３０年ぐらい前から学力の転換、このパ

ラダイムがあったのですけれども、それが

もっともっと国際化というのですかね、グ

ローバル化にピンポイントあれして、学力な

どもフィンランド型の学力に日本も近づいて

きていると、そういう状況なので、ある種オ

ンライン授業などというと逆ベクテルなので
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すよね。そういう課題も難しいのもあります

けれども、いずれにしましても子供たちに法

的に定められている１年間の学習内容、履修

について適正に実習して学びを保障していく

という、こういうことは本当に一番大事なこ

とかなと思っております。

そういうことで、その辺を含めまして御理

解をよろしくお願いをいたします。

○議長（吉田敏男君） １２番。

○１２番（井脇昌美君） この再質問の中

で、今、先に教育長のほうから答弁あったの

ですけれども、私は２人いたらどうするのだ

と、３人までは想定してなかったのですが、

２人いたらどうするのと。ただ、実施をする

環境が今教育長のほうから可能だということ

ははっきりつかめたと。ただ、そこの中で人

的な、やっぱり僕、問題がいろいろなことで

発生すると思いますから、してはいけないの

ですけれども、まず何というのですか、ＩＣ

Ｔというのですか、その恐らく担任がそれを

請け負うはずなのですよ。校長とか教頭がそ

れを発信するのではないと思う、挨拶はあっ

たとしてもですね。そしたら、それだけの技

術を取得している教員がどこまであれしてる

ものなのかなと、このＩＣＴという。それが

なさなかったら、機械ばっかり飾っても機械

が自動的に飛ぶのではないですから。僕は

ね、この２月の実施までだったら、それ既に

もう調査されるべきだと思うのですよ。これ

だけの予算化を取っているのですから。です

から、今からでも遅くないから、すぐこうい

う担任の教員だとか、それから子供の家庭の

実態というのをきちんとあれして、パソコン

のない実態も、ない家庭も僕はあると思いま

すよ、全生徒ですから。そしたら２人いた場

合は、３人というのは別だけど、２人いた場

合どうするのかということは、もう動いて調

査してなければ２月といったらもうすぐ来ま

すから。その辺どうですか。

○議長（吉田敏男君） ちょっとお待ちくだ

さい。

時間になっておりますので、教育費質疑中

でありますけれども、昼食のため１時まで休

憩をいたします。

午後１２時００分 休憩

午後 １時００分 再開

○議長（吉田敏男君） 休憩を閉じ、会議を

再開をいたします。

第１０款教育費、答弁から始めます。

答弁、教育次長。

○教育次長（沼田 聡君） 午前中の井脇議

員の質問に対して答弁をさせていただきま

す。

早急にそういう先生方含めての研修の関

係、取組を素早く進めていったほうがいいの

ではないかというお話だったと思いますけれ

ども、当然ＩＣＴそのものにつきましては、

先生方においても差があるというか、当然私

たちも普通にパソコン明るい人、そうでない

人いろいろいると思いますけれども、先生方

にとってもそういうところはあるのかなとい

うふうに思ってます。そこをどうするかとい

うのはやはり一つの研修なのかなというふう

に思っております。

取りあえず校内パソコン導入については、

段階的に導入する、教育長も先ほどちょっと

言っておりましたが、プログラミング教育の

関係がございまして、その中の取組をしてお

ります。研修につきましては、幕別の研修セ

ンターのほうでも、教師の資質の向上という

ことでいろいろな取組をしておりまして、そ

の中にもＩＣＴを活用した研修というのがご

ざいます。ただ、それだけでは基本的に各学

校のほうで十分な取組ができるかといったら

そうではなかなかならないのかなというふう

に思ってますので、それに加えて校内の中で

もそういう研究をした中で、実際に先生方同

士で試験的なお勉強会というか、学校校内の

校内研修も必要になるのかなというふうに

思っております。

タブレット自体につきましては、今購入し

ようと思っているのは、児童一人一人のもの

でございますけれども、平成３０年度にタブ

レット、児童生徒、足中、足寄小学校１クラ
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ス分ありますので、そのタブレットを活用し

ながらも先生方がどういう授業をしていった

らいいのか、どういう課題があるのかという

のが今後それを活用しながら、次年度に生か

されるように今後そういう方向で進みたいと

いうふうに思っております。それについては

教育委員会も関わりを持ちながら、協力し合

いながら独自の何らかの支援ができればとい

うふうに思っております。

以上です。

○議長（吉田敏男君） １２番。

○１２番（井脇昌美君） 私の言わんとする

こと御理解していただきまして、答弁を頂き

ました。また、私この場で１点だけ謝罪をさ

せていただきたいと思います。

３番議員さんにちょっと確認してみたとこ

ろ、次長ともそういう確認はさせていただい

たところ、やはり私の聞き違いで、私は明年

の２月と解釈してました。それで早急にマ

ニュアル的なこういう機械の導入をされるの

に計画したと同時に次の手が進んでないとい

うのはいかがなものかと思ったのですけれど

も、次年度の２月ということで、大変発言に

誤りがあったことをお許しを頂きたいと思い

ます。

答弁を頂きました、私のただ時期は間違っ

てましたけれども、私の言わんとすることを

御理解していただいた答弁は感謝いたしたい

と思います。どうもありがとうございます。

○議長（吉田敏男君） 他に教育費、ござい

ませんか。

９番。

○９番（髙橋秀樹君） ただいま皆様のほう

からハード面についていろいろな御質問等々

ございました。私はハード面でなくてソフト

面のほうからちょっと御質問をさせていただ

きたいなと、そういうふうに考えておりま

す。

ＩＣＴ活用だとか、ＧＩＧＡスクールのと

かという、いろいろな問題が出てきているよ

うでございます。

今回のコロナの一件において、ＩＣＴ活用

がすごく早まったと。これは全国的にこうい

うような状況になったのだと、私は思ってお

ります。

しかし、やはりソフト面において、どのよ

うなことをやっていかなければいけないのか

というところが、やはりまだうまくいってい

ないのだろうと。ＧＩＧＡスクールについて

は、個々の教育を伸ばしていくという考え方

の下進んでいくのであろうと。ただただ今ま

での義務教育であれば、同じカリキュラムを

同じようにやって、みんな同じような学力を

つけていく、それはもちろん当然のことでは

ありますけれども、ＩＣＴを活用することに

よって、個々の能力、伸ばすところは伸ばせ

るような状態にもなり得る。この先、町とし

て、もしくは教育委員会として、ＧＩＧＡス

クールについての考え方を具体的に御説明を

まずは頂きたいなと、そういうふうに思いま

す。

○議長（吉田敏男君） 答弁、教育長。

○教育委員会教育長（藤代和昭君） お答え

いたします。

このＩＣＴ教育というのは社会の変遷とと

もに、先ほど申し上げましたように、グロー

バル化に対応する社会の変遷とともに、大分

前、今回の指導要領でも非常に全面に打ち出

されました。今回のコロナからというのでは

なくてですね。そこで今般の学習指導要領に

おいても、例えばプログラミング教育という

ことが必修になりまして、そんなことで本町

にも教育委員会で調査研究機関である足寄町

生涯学習研究所とあるのですが、そこで私の

ほうから毎年諮問させてもらって、ことしも

プログラミング教育における、小学校のプロ

グラミング教育における効果的な使用法につ

いて調査分析研究しようということを諮問し

ております。その一環として今後オンライン

のほうなどもあれしていきたいなと思ってい

るのですが、冒頭御質問の件なのですけれど

も、ＩＣＴ教育というのは、これは教育につ

いては時代や人が変わっても本当に大事なこ

とを施していく、そういういわゆる教育の不
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易という部分と、それからもう一つ時代が要

請する課題、教育的課題について対応してい

く、この教育の流行と、この２つあるのです

か、ＩＣＴ教育などというのは後者の典型だ

と思います。

それで、私が一番今しっくり落ちないなと

思うのは、大事なことだと思ってます、教育

の流行の展開。ただ、オンライン授業も、そ

れから今のこういうＩＣＴのあれも、本当に

大多数の者がコンセンサスを持ってその学校

の本当に最優先なニーズなのかといったら、

もっと違ったものがそれぞれの地域や学校に

あるなと思っています。そこで、それがすと

んと落ちないですよ、ですよね。例えば、今

学校の先生あたりなども当然このオンライン

だとかＩＣＴについて、そういうある種の研

究というより研修をします。でも、それ以上

よりも先に目の前の授業をどう効果的に指導

していくのか。指導するための準備、教材研

究等々含めどうするのか。そのことに非常に

目の前の大きな課題になっているのですよ

ね。だから、こういうものをよっこするとい

うのではないのですけれども。

そこで、ＩＣＴ教育、そういう高度情報通

信技術の教育によって、どういう人間を目指

すのかというといろいろとあると思うのです

が、先は見えないのですけれども、いわゆる

公教育ですから文科省など言っているのは、

いわゆるただ単にこれが大事だぞ、だから覚

えろというのではなくて、自分で、どうして

こうなっているのだろう、自分で課題や問題

を見つける。課題発見だとかというのですけ

れども、そして自分で解決する、そういう

力。それから物事を合理的に考える、理論的

に考える、そういう力をつけようと。論理的

に考えるというのですかね。そういうことを

願って、こういう教育を推し進めているので

すけれども、果たしてそうなるかどうか、私

もちょっとまだ分からないのですけれども、

少なくてもそういう方向性がありますから、

やはりそっちのほうを目指していかないとな

らない。どうしても私の頭からもう一つ、こ

れちょっと蛇足になりますが消えないのは、

昭和３０年代後半の生まれの方々はよく分

かっていると思うのですけれども、学校に当

時英語のＬＬってありましたよね、ＬＬ教

室。足寄町もありました。結果的にあれどう

やって使われたか。私は使ったの見たことあ

りません。足寄中学校にありました、立派な

教室に。最終的には、要するにそこを集会場

みたくなって、最終的にはあれもう解体です

よね。だから、結果的に先生方が先にやらな

ければならないことたくさんあって、そのこ

と大事だなと思っても、そっちのほうにプラ

イオリティーがあるものですから、振り返っ

たときに、１０年後、２０年度振り返ったと

きに無用の長物というのですかね、宝の持ち

腐れと、そうならないように、そうならない

ように教育委員会としても配慮をしていきた

いなと、そんなふうに思っています。

ちょっと質問に対して、答えになっている

かどうか分かりませんけれども、御理解願え

ればなと思います。

○議長（吉田敏男君） ９番。

○９番（髙橋秀樹君） 教育長の言うとお

り、私も懸念しているのは、拙速にタブレッ

トを皆さんに渡しましたと。だからこれで教

育のほうは大丈夫だというような感覚は持っ

てはいただいてほしくない。これをやること

によって、学力が上がるわけではない。そう

いうことで、そのものが実際発信する側が

しっかりと使えるような状態でなければ、単

なる箱になってしまうというふうに私は考え

ております。そこにおいて、やはり町とし

て、足寄町の大切な子供たちに対してどのよ

うな感覚をお持ちになって、私たちはこうい

うような子供たちを育てていきたいのだとい

うような根幹的なものが、しっかりとしたも

のがなければ、こういうことが無用の長物と

なってしまう。お金かけたことが結局何も意

味をなさないことになってしまうということ

になってしまっては、私は困ると思っていま

す。

ここで、町長、足寄町の子供たち、今後本
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当にコロナいい機会です。タブレットを渡さ

れて本当に勉強させてもらわなければいけな

い。授業はある意味、詰め込みと言ったら変

なのですけれども、指導要領に乗って、それ

を確実に時間をこなしていかなければいけな

いという中で、タブレットで授業ができる、

しかし私は道徳とか、体育だとか、情操教育

におけるものというのは、やはり人が集って

いなければできないのだというふうに考えて

おります。その辺を町長、足寄町の未来の子

供たちに対してどのような思いを思っている

か、御答弁を頂きたいと、そのように思いま

す。

○議長（吉田敏男君） 答弁、町長。

○町長（渡辺俊一君） お答えをいたしま

す。

私も子供の教育だとか、そういったものに

ついて、確たる信念を持ってるだとかという

ようなこと、特にそういう学識もあるわけで

はないので、本当に私の個人的な意見になっ

てしまうかもしれませんけれども、少しお話

をさせていただこうというように思います。

今回のＧＩＧＡスクールだとかというの

は、今回のコロナの前に既にそういう計画が

出ていて、それというのはやはり他の、ほか

の国から比べてもやっぱりＩＣＴ教育という

のが、日本はやっぱり遅れているということ

がやっぱりあって、やはり日本としてのそう

いう教育を早急に進めていかなければならな

いよということがあって、こういうことに

なってきているのかなというように思ってい

ます。

たまたま、コロナウイルスの感染拡大とい

うのがあって、臨時休業になって、家で学習

しなければならないということもあって、よ

りオンライン学習だとか、そういったものが

必要になったというところなのかなというよ

うに思っています。

やはりほかの外国から比べれば、やはりそ

ういう教育が遅れていて同じ子供たちであっ

ても、ほかの国ではもっとパソコンを駆使し

ていろいろなことがやれているよという、そ

ういう時代になってきて、グローバル社会と

いうか、そういう時代になってきて、大人に

なってもやはりコンピューターだとかそう

いったものがきちんと使えないと、なかなか

仕事だとかもできないよという、そういう時

代になってきているのかなというように思っ

ています。そういった意味で、子供たちにそ

ういう力をつけさせるというのもやっぱりこ

れはひとつ必要なことなのだろうなというよ

うに思っています。

私の中でいくと、コンピューターだとか何

となくゲームだとか、そんなことばっかり

やっていて、本当に勉強になっているのかな

だとかというような見方にもなってしまうの

ですけれども、そんなことしているのだった

ら友達と一緒に遊んだりだとか、外に出て体

動かしてスポーツやったりだとか、そういっ

たほうがいいのではないかなという、僕の年

代だとそういう気持ちもすごく大きいかなと

いうように思っています。

ただやはり、これから子供たちが生きてい

く社会、その中ではやはりコンピューターの

活用だとかということも非常に社会の中では

必要になることなのだろうなというように

思っています。それはそれでやはりやっぱり

学校の中で、基本的なそういう力もやっぱり

つけなければならないのかなと。それはこれ

からこういう社会の中で生きていくためには

必要な力なのかなというように思っていま

す。

それと併せて、今お話あったように道徳だ

とか、みんなが子供さんたちが友達だとか付

き合ったりだとか、仲よくみんなで話し合っ

たりだとか、遊んだりだとか、そういったよ

うなことなども含めて、それから地域社会の

中で自分たちが生きていく中では、そういう

お互いに助け合うだとか、支え合うだとか、

そういったことも非常に必要なことでありま

して、こういうこともやはり、これは全てが

学校で教えるだとかということではなくて、

家庭だとか地域だとか、そういったところも

含めての話になりますけれども、そういった
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ところでもやはり一緒に子供さんたちを支え

ていくということがやっぱり必要なのかなと

いうように思っています。

いずれにしても、子供さんたちの健康で安

心して健やかに育っていただくと、そういっ

た部分の手助けを町としてもしていかなけれ

ばならないなというように思っているところ

であります。

ちょっと答えになっているかどうか分かり

ませんけれども、以上でございます。

○議長（吉田敏男君） いいですか。

他に教育費、ございませんか。

１１番。

○１１番（木村明雄君） それでは、分かる

範囲内でお伺いをしたいと思います。

まず、新型コロナの影響というか、それで

コンピューターが早まったということだと私

は認識をしているわけなのですけれども、そ

こでまず１番目は、これはタブレットが皆さ

んに入ってくると。小学校も中学校も一人一

人がタブレットで勉強すると、インターネッ

トを接続、そしてまたオンライン授業という

形の中で進んでいくのだろうと、私はそう思

うわけなのだけれども、ここでタブレットと

一口に言っても、ここでちょっとお伺いをし

たいのは、このインターネット接続、そして

プログラミングをしていくに当たって、Ｏ

Ｓってあるのですよね。コンピューターを動

かしていくものなのですけれども、それにつ

いてウインドウズなのか、それともアンドロ

イドなのか、その辺ちょっとお伺いしたいと

いうことと、それからタブレットにも２つ種

類があって、インターネットと接続するため

にはやっぱりＳＩＭカードといって、電話と

同じようにカードが入っていて、そして、会

話はできないのだけれども、１台の携帯の値

段、大体一月何ぼで取られるわけなのだけれ

ども、その辺でＳＩＭカードが入ったタブ

レットでやるのか、それともＷｉ－Ｆｉルー

ターといって、これは駅だとか、それから役

場でもどこでもあるわけなのだけれども、そ

れらにＩＤを入れて、そして起き上がってで

きるのか、その辺ちょっとお伺いをしたいと

思います。

○議長（吉田敏男君） 答弁、教育次長。

○教育次長（沼田 聡君） 余りそちらのほ

うは得意のほうではないのですけれども、足

寄町のほうで導入を考えているのはウインド

ウズのほうでございます。

その後、木村議員のほうのＳＩＭカードの

関係については、ちょっとそこまでちょっと

私の中で把握はしてないのですけれども、も

しあれでしたら後で答弁させていただきたい

なというふうに思いますが、よろしいでしょ

うか。

○議長（吉田敏男君） よろしいですか。

他に質疑はございませんか。

６番。

○６番（熊澤芳潔君） それでは質問いたし

ます。

２６ページなのですけれども、議長にお願

いしたいのですけれども、ここで項の中で２

項と３項と小学校と中学校の関係があるもの

ですから、質問内容が一緒なものですから、

そういうことで御了承願いたいので、よろし

くお願いします。

ここの数字なのですけれども、１７節です

か、今言われている、皆さん言われているタ

ブレットのパソコンの一式の購入なのですけ

れども、一つは小学校と中学校、これ人数に

ついては去年の人数だとは思うのですけれど

も、１台当たり割り返しますと、小学生のタ

ブレットが６万１,６７７円、そして中学校

のほうが５万１,７００円ということで、入

札については一緒だと思うので、金額がそん

なに違わないのではないかなと思うのですけ

れども、この点どういうわけで、ただ割り返

した数字ですよ、割り返した数字がそういう

ふうになるものですから、ちょっとお聞きし

たいことと、それと木村議員のほうからの関

係もあるのかもしれません。

それとあと、このタブレットについては通

信費だとか、それからその他手数料だとか、

それから充電器だとかいろいろあるのですけ
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れども、その点の負担についてはどういうこ

とになっていくのかを、その２点についてお

聞きをしたいと思います。

○議長（吉田敏男君） ここで暫時休憩をい

たします。

午後 １時２２分 休憩

午後 １時２３分 再開

○議長（吉田敏男君） 休憩を閉じ、会議を

再開をいたします。

答弁、教育次長。

○教育次長（沼田 聡君） 熊澤議員にお答

えいたします。

休憩を頂きまして大変申し訳ございませ

ん。

台数の割り返しをしますと、５万１,７０

０円ということで、特に小学校のタブレッ

ト、中学校のタブレットの単価が違うという

ことではございません。同じようなものを、

仕様のものを購入するということでございま

す。

あと、回線の関係につきましては、新たに

足寄小学校の回線を追加しただけで、基本的

には学校校内までの回線ということになりま

すので、その分については校費のほうで通信

料というのを計上しております。

以上です。

○議長（吉田敏男君） ６番。

○６番（熊澤芳潔君） よく分からなかった

のでけれども、この金額は私がさっき言った

とおり、入札は１社だと思うのですけれど

も、人数でタブレットを割り返すと、さっき

言ったように、今言うように６万１,０００

円と５万１,０００円と、１万円は違うので

すよね。ですから、この中に、今お話の中で

はちょっと前と、多治見さんと話したのだけ

れども、何かが入っているのかなということ

があるのでないのということだったのだけれ

ども、もし入ってないとすればどうして中学

生と高校生のタブレットの内容が違うのか、

そのものが違うのか、そこら辺のことが

ちょっと分からないのですけれども。

○議長（吉田敏男君） ここで暫時休憩をい

たします。

午後 １時２５分 休憩

午後 １時２７分 再開

○議長（吉田敏男君） 休憩を閉じ、会議を

再開をいたします。

６番。

○６番（熊澤芳潔君） 内容は分かりまし

た。

それでもう一回ちょっとお聞きしたいのだ

けれども、そういった費用、要するに通信費

だとかいろいろなそういったギガホだとか、

そういったものについては負担がないという

ことでよろしいのですね。

○議長（吉田敏男君） 答弁、教育次長。

○教育次長（沼田 聡君） 個人の負担がな

いかというお話ですか。個人に対する負担と

いうのはございません。

以上です。

○議長（吉田敏男君） 副町長、答弁。

○副町長（丸山晃徳君） ちょっと補足で、

通信料というのは多分熊澤議員さん言われる

のは、オンライン授業とかを家でやった場合

という通信料というお話だと思うのです。

教育委員会の答えたのは、学校での授業と

いう前提なので、学校では校内のＷｉ－Ｆｉ

のＬＡＮ環境があるので、当然そのときの通

信料はかからないと。ただ、家の場合はどう

かというと、まだ環境が整ってございませ

ん。各家庭で光があって、そこで家でＷｉ－

Ｆｉをやっていたり、ＡＤＳＬとか、そうい

う当然家で環境があるところもありますけれ

ども、全く環境がないところであれば、今の

状況で言えば教育委員会のほうでは、その家

庭にＷｉ－Ｆｉ環境がなければ、各学校に来

て、そこで授業を受けていただくというの

が、まずその前提です。今後、足寄町で全て

の御家庭に通信ができる環境が整ったとき

に、今後ポケットＷｉ－Ｆｉなり、そういう

のを貸し出すかということになると、そのと

きにはまた通信料なども負担があるので、そ

こで各家庭でもう整っているところはそれで

Ｗｉ－Ｆｉ環境があるので、そこでＷｉ－Ｆ
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ｉでつなげたと。その環境がない場合には、

町も何かしらの支援を、ポケットＷｉ－Ｆｉ

を貸与するとか、通信の環境を整えるという

ことは、次の段階で考えることですが、今の

ところ全ての御家庭で環境があるというわけ

ではないです。

タブレットは基本的にＳＩＭカードではな

くて、Ｗｉ－Ｆｉ環境でできるタイプを想定

してます。

以上でございます。

○議長（吉田敏男君） よろしいですか。

他に教育費、１０番。

○１０番（二川 靖君） 今教育次長のほう

からタブレットについてはウインドウズとい

うことでありました。

それで、ウインドウズということはやっぱ

りセキュリティーが必要だということになっ

てくるのかなというふうに思ってまして、い

わゆるセキュリティーについては１年契約な

のか、３年だとか、５年だとかという長いも

のもありまして、いわゆる今回の多分セキュ

リティーは入ってくるのだろうというふうに

思っているのですけれども、今後以降契約の

段階で１年、３年、５年、どの契約になって

いるのかということもやっぱり確認をしても

らって、またこれに係ってくるセキュリ

ティー対策というのは、何年か後にはまたお

金がかかってくるということになりますの

で、一把からげてセキュリティーになってい

るのか、普通個人ではパソコンセキュリ

ティーは３台か、３台だとか５台だとかくら

いしかないので、台数が台数なので、今後以

降お金をかかってくるということになるの

で、そこら辺の購入制限の確認をしながら進

めていっていただきたいなというふうに思っ

てます。

以上です。

○議長（吉田敏男君） 答えはいいですか。

いいですね。

○１０番（二川 靖君） そこら辺、すみま

せん、どうなっているか。

○議長（吉田敏男君） 答弁、教育次長。

○教育次長（沼田 聡君） ウインドウズの

関係につきましては、ほかの町村等のいろい

ろな状況、活用状況も確認した中で、足寄町

が３０年度に使っているのもウインドウズと

いうことで、今回ウインドウズということに

なっております。で、進みたいと考えており

ます。

あとセキュリティーの関係ですけれども、

取りあえずは情報管理担当がおりますので、

そちらとあと事前に業者のほうとも、どこの

業者になるかは分かりませんけれども、ある

程度セキュリティーどういう形のほうでセ

キュリティー対策を持ったらいいのかという

ことを、具体的に進めながらして今後その対

応に当たっていきたいと。今のところ、何年

契約というのはまだ決まってはおりませんけ

れども、そこを進めながら、入札に当たって

はしっかりとそこの仕様書の中でうたってい

きたいなというふうに思っております。

以上です。

○議長（吉田敏男君） １０番。

○１０番（二川 靖君） すみません。今こ

れから入札ということなのだということです

けれども、先ほど言った５万１,０００円の

中で、それは全部本当にできるのかといえ

ば、そこら辺のいわゆる試算というか、計算

というのは、そこら辺含んでやっているのか

なというふうに感じたのですけれども、そこ

ら辺どうなのでしょうかね。

○議長（吉田敏男君） 答弁、教育次長。

○教育次長（沼田 聡君） 先ほどの単価の

５万１,０００円というのは、パソコン本体

というのでしょうかね、ＯＳのそういうのが

ない状態の５万１,０００円でございます。

ですから、そのほかの実際に国の、ですから

あとは業者のほうと協議しながら進めてまい

りたいと思っておりますけれども。

以上です。

○議長（吉田敏男君） １０番。

○１０番（二川 靖君） すみません、

ちょっと訂正いただきたいのですけれども、

多分ＯＳは入っていると思うのです、ウイン
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ドウズという。ただ、それに伴うソフトが

入っていないということで、ちょっとよろし

いでしょうか。すみません。

○議長（吉田敏男君） 副町長、答弁お願い

します。

○副町長（丸山晃徳君） 基本的にはウイン

ドウズのタブレットには基本のＯＳウインド

ウズが入っています。ソフトとしましては、

マイクロソフトのオフィス３６５が入って、

いわゆる表計算なり文書なりプレゼンテー

ションソフトなり入っているのと、ウイルス

ソフトなりフィルタリングソフト、子供たち

が見たら悪い影響があるようなところには当

然入られないような形というのが、初期のと

きに設定します。ソフトも順次更新、フィル

タリングソフトもウイルスソフトも当然随時

更新していくという形で、学校のほうでしっ

かりと管理して、翌年度以降も当然随時新た

な最新のウイルスソフトにしますし、フィル

タリングソフトにするというのは当然のこと

で、維持していく形になります。

以上でございます。

○議長（吉田敏男君） いいですか。（「理

解しました」と呼ぶ者あり）

他にございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○議長（吉田敏男君） それでは、歳出総括

ございませんか。

３番。

○３番（進藤晴子君） １６ページの民生費

のところでお伺いしたいと思います。

お伺いすることはここの中に含まれるかの

かどうか、ちょっと疑問なのですけれども、

御了承ください。

先日新聞に、すみません、どこの市か

ちょっと忘れてしまったのですけれども、２

７日付で定額給付金がどこも入って、足寄町

もスムーズに順調に流れているように思いま

すが、そこの市では４月２８日から５月２５

日まで生まれたお子さん、新生児ですね。そ

ちらのお子様にも定額１０万円を市の独自の

支援ということでされたという記事が載って

おりました。

それを見て、本当に寄り添った支援だな

と。なぜかといいますと、ちょっと男の方が

多いので分からないかもしれませんけれど

も、妊婦さんはこのコロナ渦の中で、８か月

になったら２週間に１回通うわけです。臨月

に入ると１週間に１回、そして入院して出産

するわけですけれども、特に経産婦ではなく

初産の場合はなかなか出てこない、出産でき

ないと苦しいときに、今のこのコロナ渦の状

態ではお母さんが行くわけにもいかない、付

き添いが入れないわけですよね。御主人が腰

をさすってくれるわけでもない。本当につら

い思いをして、生まれてきたお子さんなので

す。そのお子さんに市は独自で支援をした

と。いや、すごいなと、私もどうして気づか

なかったのかなと思いましたけれども。それ

を新聞を見まして、うちもどうなのかなと、

先ほどちょっと課長に急がせてしまって調べ

てもらいました。３名いらっしゃるというこ

となのです、お子さんが。それがうちでもで

きないかどうか。そして、先ほどほかの議員

にもその話をして相談したところ、いやい

や、その子だけではないよと、今も状態が続

いているのだと。確かに医療機関は今も面会

謝絶、面会できないですよね。そういう中

で、期限を区切るしかないと思うのですけれ

ども、医療体制が普通に戻るまで、そういう

少しでも妊婦さんへの支援をしていただけた

らなと思って、提案ということですけれど

も、この場で言わせていただきました。

答弁頂いていいですか。

○議長（吉田敏男君） 答弁、福祉課長。

○福祉課長（保多紀江君） ただいま進藤議

員のほうから御質問がありましたけれども、

妊婦さんにつきましてはこのコロナの状態で

感染防止を図るとか、あと外出自粛をされて

いてストレスがたまるとか、体調管理をされ

るとかということで、非常に御苦労をされて

御出産をされているのかなというふうに思い

ます。

あと、里帰り出産ができないというような
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話もニュースとかでも見ますけれども、足寄

町では幸いこの間里帰り出産ができないとい

うような御相談は頂いていなかったようなの

ですけれども、各自治体で先ほど言ったよう

に市独自の給付金ですかね、というのを差し

上げたという話も今お聞きしましたけれど

も、足寄町におきましては今までも様々な子

育て支援もしてまして、子育て出産祝い金で

すかね、子育て応援出産祝い金を１０万円と

か２０万円とか贈呈させていただいていまし

て、町独自のそういうような出産に対するお

祝い、支援ということもさせていただいてお

りますので、今のところ町独自の給付金とい

うことは考えておりません。

ただ、今後、医療が元に戻るまでというこ

ともございますが、妊婦さんとかやっぱり初

めて特にお子さんをお持ちになるような方に

対しては、担当のほうからお声かけをするな

ど、丁寧な対応をしてまいりたいと考えてお

りますので、よろしくお願いいたします。

○議長（吉田敏男君） ３番。

○３番（進藤晴子君） 今のこの場で言った

ので、答弁もできないかと思うのですけれど

も、やはりこの後どのような体制になるの

か、第３波が来たり、どうなるのか分かりま

せんので、そのときにまた少しでも考えてい

ただけたらなと思います。やっぱり弱者に対

して、少しでも支援をしてあげていただきた

いと思います。よろしくお願いします。

○議長（吉田敏男君） 他に総括、ございま

せんか。

８番。

○８番（川上修一君） 同じく特別定額給付

金の関係でなのですけれども、２日の町長の

行政報告で、申請がもう９３％近くですか、

６月２日の時点で、なっているというお話を

伺いました。それで、あれから１０日近く

たったので、その後申請がどのぐらい伸びて

いるかというのが１点と、あと私も自分で申

請してみて、身分証明のコピーですとか、あ

と口座番号のコピーですとか、添付してとい

うことで、これは高齢でお一人でお住まいの

方、特に農村地帯で一人で住まわれているお

年寄りの方はちょっとコピー機もないだろう

し、申請や何かに不安になったのではないか

なと想像するのですよ。そういった方に対し

て、福祉課さんのほうで申請時に何か対応さ

れていることがあるのでしたらお聞かせをい

ただきたい、２点質問いたします。

○議長（吉田敏男君） 答弁、福祉課長。

○福祉課長（保多紀江君） ただいまの川上

議員の御質問にお答えいたします。

給付金の申請状況でございますが、６月２

日の行政報告の後、昨日６月１０日までの申

請受付は３,３５１世帯となっておりまし

て、９６.５％の申請率となっております。

次に、高齢の方への申請時の対応というこ

とですけれども、高齢の方への支援につきま

しては、まず申請書送付を在宅で介護サービ

スを御利用されている方につきましては、各

ケアマネさんにお声かけを頂くとか、御支援

を頂くことについて御依頼をしたほか、例え

ばケアハウスとかグループホームとかそうい

うところの施設に入所されている方につきま

しては、施設長さんのほうにお願いをしまし

て、御家族に連絡を頂くとか、申請書の記入

の支援をしていただくようにということでお

願いをいたしまして、皆さんに町内事業所の

御協力を頂いてスムーズな申請を頂いたとこ

ろとなっております。

また、御自分で書けないというようなお電

話も頂いたこともございまして、そちらにつ

いては保健師が伺って記入の支援をしたりと

か、ということをしておりまして、今後もま

だ少し申請されてない方がいらっしゃいます

ので、お声かけをするなど対応していきたい

なというふうに思っております。

以上です。

○議長（吉田敏男君） ８番。

○８番（川上修一君） きめ細かな親切な対

応をしていただけると聞いてうれしく感じて

おります。

それで、このコロナのいろいろ、何という

のですか、悪影響はあるのですけれども、私
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嫌だなと思うのは、人と人との距離を取ると

いうか、つながりは何かちょっと薄くなるよ

うな、何もしないでいると、町長のお話にも

あったように、まずはやっぱり国民というか

町民の一人として感染しないように心がける

のは当然だと思うのですけれども、なるだけ

それとは別に人とのつながりですか、ちょっ

とした申請でも、今、福祉課長が説明してく

れたような思いやりといいますか、そういっ

たものをもっていろいろな支援策に当たって

いっていただけたらと思います。

質問を終わります。

○議長（吉田敏男君） 他に総括、ございま

せんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○議長（吉田敏男君） それでは、次に８

ページにお戻りください。

歳入に入ります。

８ページから１３ページ、歳入一括で行い

ます。

質疑はございませんか。

１１番。

○１１番（木村明雄君） ここで１０ページ

の総務寄附金について、これ、いつ誰がどの

ような目的でこの寄附をしていただいたの

か、ちょっとお伺いをしたいと思います。

○議長（吉田敏男君） 答弁、総務課長。

○総務課長（松野 孝君） 予算説明資料の

６９ページをご覧いただきたいのですが、令

和２年４月２１日付で受けておりまして、前

代表監査委員の星野喜美男さんがお亡くなり

になって、前監査委員の御遺志ということで

星野さんの息子さんから御寄附を頂いたもの

でございます。

以上です。

○議長（吉田敏男君） よろしいでしょう

か。

１１番。

○１１番（木村明雄君） 寄附を頂いたわけ

なのですけれども、どのように使ってほしい

ということは聞いておりますか。その辺

ちょっとお伺いしたいと思います。

○議長（吉田敏男君） 答弁、総務課長。

○総務課長（松野 孝君） お答えいたしま

す。

実際息子さんのほうに確認いたしましたと

ころ、特にお亡くなりになった星野さんから

の遺志として何に使ってほしいということ、

遺志はなかったので町の好きなようにお使い

くださいということでお受けしたものでござ

います。

以上です。（「分かりました」と呼ぶ者あ

り）

○議長（吉田敏男君） よろしいですか。

その他、質疑はございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○議長（吉田敏男君） 歳入総括ございませ

んか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○議長（吉田敏男君） ４ページにお戻りく

ださい。

第２表 地方債補正、変更２件、質疑はご

ざいませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○議長（吉田敏男君） 全体に対する総括ご

ざいませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○議長（吉田敏男君） これで質疑を終わり

ます。

これから、討論を行います。

討論はございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○議長（吉田敏男君） 討論なしと認めま

す。

これで討論を終わります。

これから、議案第５８号令和２年度足寄町

一般会計補正予算（第３号）の件を採決をし

ます。

この採決は、起立によって行います。

本件は、原案のとおり決定することに賛成

の方は起立願います。

（賛成者起立）

○議長（吉田敏男君） 全員の起立です。

したがって、議案第５８号令和２年度足寄
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町一般会計補正予算（第３号）の件は、原案

のとおり可決されました。

３１ページをお開きください。

これから、議案第５９号令和２年度足寄町

国民健康保険事業特別会計補正予算（第２

号）の件の質疑を行います。

３６ページから３９ページ、歳入歳出一括

で行います。

質疑はございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○議長（吉田敏男君） 総括ございません

か。

３番。

○３番（進藤晴子君） ３９ページの保健事

業費の特定健診受診率向上の委託料のことで

ちょっとお伺いします。

この特定健診の受診率を向上させるために

委託していろいろと検討してもらって、どう

やったらアップするか、受診率をアップでき

るかということを民間に委託するというふう

に捉えてますけれども、どのデータという

か、全部データを渡すのでしょうか。何の

データを渡すのか教えてください。

○議長（吉田敏男君） 答弁、住民課長。

○住民課長（佐々木雅宏君） 答弁させてい

ただきます。

特定健診の受診率向上支援業務ということ

で、この事業は国民健康保険制度の中で保険

者努力支援制度というのがございまして、医

療費を抑えるために今保険者がいろいろ努力

しているわけですけれども、その努力に対し

て点数化して交付金もそれに応じて多く交付

したり、少なく交付したりというインセン

ティブも伴う交付金となっております。その

中で、足寄町はメニューの中で、特定健診の

受診率向上の支援業務ということで、取り組

んでいきたいと考えてございます。

平成２０年から特定健診等の高齢者の医療

の確保に関する法律ということで、保険者の

国保の場合は７５歳未満については義務化さ

れているものでございまして、２０年から結

局データとしては積み上げられているわけで

すけれども、そのデータをうまく分析して

やっぱり取り組んでいかなければならないと

いうふうに考えてございます。

例えば、農村部と例えば市街地を見たとき

に、それに例えば特定健診のデータを結びつ

けたときに、例えば農村部の受診率が低けれ

ばやはり農業が忙しくて、仕事が忙しくて受

診率が悪いのかなということであれば、そこ

にやっぱり保健師は関わっていかなければな

らないというふうに考えてございますし、さ

らにそれに特定健診のデータを結びつけて、

例えば同じ農村部でも芽登のように酪農が盛

んな地域と畑作の盛んな地域では、例えば畑

作であれば農閑期もございまして、やはりそ

の時期はやはり特定健診のデータとしては悪

いのではないかという、そういう分析が出れ

ばやはりアプローチとしてやはりそういった

部分にも関わっていかなければならないとい

うふうにも考えられます。あと、当然未受診

者、受診した中にはやはり持っている糖尿病

ですとか、そういう持病が重症化しやすいリ

スクを持っている方もいらっしゃるかと思い

ます。そういった方がまだ特定保健指導なり

を受けてないということであれば、そこの部

分にもやはり関わっていかなければならない

ということが考えられまして、その中で例え

ば特定健診を受けてくださいと、未受診者対

策というのを委託することで、保健師さんが

事務的にその業務に関わらなければそういう

リスクを持っている方にアプローチする時間

ができてくると思います。そういう保健師さ

んの持つ業務も、何といいましょう、効率化

しながら、特定健診の受診率と、あと特定保

健指導の実施率、やはり向上させるために取

り組んでいきたいというふうに考えていると

ころでございます。

以上でございます。

○議長（吉田敏男君） ３番。

○３番（進藤晴子君） では、データとして

は平成２０年からの特定健診を受診した方の

全てのデータ、あとは未受診者ということ

は、特定健診の対象者で未受診の方の全て
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の、その方はデータはないわけですので、お

名前、住所、その辺から既往が分かれば既

往、その辺の全てのデータが行くということ

ですね。ということは、かなりの膨大なデー

タだと思います。この辺のセキュリティーは

しっかり大丈夫だということで、この間、説

明を受けたのですけれども、ちょっとこれ質

問なのですが、民間であれば、個人情報の流

出というのはかなりシビアで、でも結局出る

のですよね。出たときの保障のことを膨大な

お金を使って保障をしている。私の記憶によ

れば、七、八年前かな、ベネッセの個人情報

が流出したときに、たまたまうちに商品券５

００円分が来たのです。何だろうと思った

ら、そういえばベネッセそんなこと言ってい

たなと。ではうちにも来たということは、ど

れぐらいのお金を使ったのかなと思って、

ちょっとパソコンで検索しましたら４５０億

円か６０億円、その辺の保障を常に考えなが

らやっぱり事業をやっているわけですよね。

町が民間に委託をしました。その膨大な

データを業者が、企業が流れてしまったとい

うときの保障の問題は、契約をする中でやっ

てらっしゃいますか。

○議長（吉田敏男君） 住民課長、答弁。

○住民課長（佐々木雅宏君） 答弁させてい

ただきます。

一応、この特定健診あるいは特定保健指導

のデータにつきましては、足寄町に特定健診

の端末、これは国保連合会から提供された端

末ですけれども、受診結果あるいは被保険者

情報というのは全てその特定健診の端末の中

にございます。それを管理しているのは、国

民健康保険中央会になりまして、各保険者は

その中央会の抱えるデータにアクセスして

データを取り出すという、多分そういう形な

のだろうと思います。なので、データそのも

の自体は国民健康保険中央会が管理している

データと考えてございます。

さらに、保健推進のほうでは、国保データ

ヘルス計画というのを多分作っているのです

けれども、それを作るために国民健康保険中

央会が国保データベースシステムというのを

提供しております。これも足寄町に端末があ

るのですけれども、それは結局医療情報、特

定健診の受診情報、あるいは介護給付の情報

まで全て連携した情報が登録されてございま

す。それをうまく活用して国保データヘルス

計画というのは、集計データを基につくった

と思うのですけれども、基本的にはデータを

管理しているのは国保中央会と考えてござい

まして、それを特定の第三者に委託をしてそ

れを分析させるということで、委員会のとき

にも出ていたのですけれども、個人情報の絡

みとしては個人情報保護法の２５条の部分で

共同利用という部分で、私個人的には理解し

て使用しても大丈夫だというふうに考えてい

るところでございます。ただ、それが流出す

るという部分はよっぽど各市町村が端末から

データを取り出して、何かしらの媒体で取り

出して、どこかにそれを紛失してしまっただ

とかということがない限り、基本委託業者は

国保データベースシステムの中からデータと

して取り出して使っていくのではないかとい

うふうに考えるところでございます。

以上です。

○議長（吉田敏男君） ３番。

○３番（進藤晴子君） ちょっとよく分から

ないのですが、その国保の中央のデータから

取り出して委託業者が使うということは、委

託業者が、だからそこから流出した場合はど

うするのかということは考える必要はないと

いうことでしょうか。

○議長（吉田敏男君） 答弁、住民課長。

○住民課長（佐々木雅宏君） すみませんで

した。

国保中央会あるいは各保険者、あるいは委

託する業者含めて、三者契約みたいなものが

あって、その中にはやはり個人情報の取り扱

いに関する覚書なり協定なりが当然結ばれる

ものというふうに考えてございます。

委託業者はそれに従って、多分処理してい

くということになろうかと思います。

以上です。
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○議長（吉田敏男君） ３番。

○３番（進藤晴子君） 三者の契約の中に

は、流出したときの責任問題であるとか、そ

ういうところは入ってないのですか。そこだ

けちょっとお聞きしたいのです。

○議長（吉田敏男君） 答弁、住民課長。

○住民課長（佐々木雅宏君） まだ契約とい

う中身まではまだはっきりしてございません

で、おいおい北海道であれば北海道国保連合

会のほうから何かしらの通知があって、こう

いう形で進めさせていただくということで、

それに応じて足寄町もこれでよければ、個人

情報の管理も含めてこれで問題がないという

ことであれば応じていくことになるのかなと

いうふうに考えてございます。

以上です。

○議長（吉田敏男君） ３番。

○３番（進藤晴子君） 分かりました。では

しっかり契約していただいて、個人流出など

もちろんあってはいけないことですけれども

あり得ることですので、しっかり管理してい

ただきたいと思います。

ありがとうございます。

○議長（吉田敏男君） 他に質疑はございま

せんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○議長（吉田敏男君） 総括ございません

か。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○議長（吉田敏男君） これで質疑を終わり

ます。

これから、討論を行います。

討論はございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○議長（吉田敏男君） 討論なしと認めま

す。

これで討論を終わります。

これから、議案第５９号令和２年度足寄町

国民健康保険事業特別会計補正予算（第２

号）の件を採決をします。

この採決は、起立によって行います。

本件は、原案のとおり決定することに賛成

の方は起立願います。

（賛成者起立）

○議長（吉田敏男君） 全員の起立です。

したがって、議案第５９号令和２年度足寄

町国民健康保険事業特別会計補正予算（第２

号）の件は、原案のとおり可決されました。

４１ページをお開きください。

これから、議案第６０号令和２年度足寄町

簡易水道特別会計補正予算（第２号）の件の

質疑を行います。

４６ページから４９ページ、歳入歳出一括

で行います。

質疑はございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○議長（吉田敏男君） 総括ございません

か。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○議長（吉田敏男君） ４２ページにお戻り

ください。

第２表 地方債補正、追加１件、質疑はご

ざいませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○議長（吉田敏男君） 全体に対する総括ご

ざいませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○議長（吉田敏男君） これで質疑を終わり

ます。

これから、討論を行います。

討論はございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○議長（吉田敏男君） 討論なしと認めま

す。

これで討論を終わります。

これから、議案第６０号令和２年度足寄町

簡易水道特別会計補正予算（第２号）の件を

採決をします。

この採決は、起立によって行います。

本件は、原案のとおり決定することに賛成

の方は起立願います。

（賛成者起立）

○議長（吉田敏男君） 全員の起立です。

したがって、議案第６０号令和２年度足寄
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町簡易水道特別会計補正予算（第２号）の件

は、原案のとおり可決されました。

５１ページをお開きください。

これから、議案第６１号令和２年度足寄町

介護保険特別会計補正予算（第１号）の件の

質疑を行います。

５４ページ、歳入一括で行います。

質疑はございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○議長（吉田敏男君） 総括ございません

か。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○議長（吉田敏男君） これで質疑を終わり

ます。

これから、討論を行います。

討論はございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○議長（吉田敏男君） 討論なしと認めま

す。

これで討論を終わります。

これから、議案第６１号令和２年度足寄町

介護保険特別会計補正予算（第１号）の件を

採決をします。

この採決は、起立によって行います。

本件は、原案のとおり決定することに賛成

の方は起立願います。

（賛成者起立）

○議長（吉田敏男君） 全員の起立です。

したがって、議案第６１号令和２年度足寄

町介護保険特別会計補正予算（第１号）の件

は、原案のとおり可決されました。

５７ページをお開きください。

これから、議案第６２号令和２年度足寄町

介護サービス事業特別会計補正予算（第１

号）の件の質疑を行います。

６２ページから６７ページ、歳入歳出一括

で行います。

質疑はございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○議長（吉田敏男君） 総括ございません

か。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○議長（吉田敏男君） これで質疑を終わり

ます。

これから、討論を行います。

討論はございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○議長（吉田敏男君） 討論なしと認めま

す。

これで討論を終わります。

これから、議案第６２号令和２年度足寄町

介護サービス事業特別会計補正予算（第１

号）の件を採決をします。

この採決は、起立によって行います。

本件は、原案のとおり決定することに賛成

の方は起立願います。

（賛成者起立）

○議長（吉田敏男君） 全員の起立です。

したがって、議案第６２号令和２年度足寄

町介護サービス事業特別会計補正予算（第１

号）の件は、原案のとおり可決されました。

ここで、暫時休憩をいたします。

休憩中に、議会運営委員会を開催をお願い

をいたします。

午後 ２時０５分 休憩

午後 ２時２５分 再開

○議長（吉田敏男君） 休憩を閉じ、会議を

再開をいたします。

◎ 議運結果報告

○議長（吉田敏男君） 議会運営委員会委員

長から、会議の結果の報告を願います。

議会運営委員会委員長 髙橋健一君。

○議会運営委員会委員長（髙橋健一君） た

だいま開催されました、第２回定例会に伴う

議会運営委員会の協議の結果を報告いたしま

す。

これより、本日の日程に追加し、意見書案

第３号と意見書案第４号について、即決で審

議いたします。

次に、総務産業常任委員会、文教厚生常任

委員会、広報広聴常任委員会、議会運営委員

会からの閉会中継続調査申出書について、審

議いたします。
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以上で、本定例会における議案等の審議

は、本日をもって全て終了する予定でありま

す。

以上で、報告を終わらせていただきます。

○議長（吉田敏男君） これにて、委員長の

報告を終わります。

お諮りをいたします。

足寄町議会総合条例第４５条の規定によ

り、追加議案を別紙追加議事日程のとおり日

程に追加し、審議することにしたいと思いま

す。

これに御異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

○議長（吉田敏男君） 異議なしと認めま

す。

したがって、追加議事日程のとおり日程に

追加し、審議することに決定をいたしまし

た。

◎ 意見書案第３号

○議長（吉田敏男君） 追加日程第１ 意見

書案第３号林業・木材産業の成長産業化に向

けた政策の充実・強化を求める意見書の件を

議題といたします。

本件については、条例第６５条第３項の規

定により、提案理由の説明を省略をいたしま

す。

これから、質疑を行います。

質疑はございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○議長（吉田敏男君） 質疑なしと認めま

す。

これで質疑を終わります。

これから、討論を行います。

討論はございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○議長（吉田敏男君） 討論なしと認めま

す。

これで討論を終わります。

これから、意見書案第３号林業・木材産業

の成長産業化に向けた政策の充実・強化を求

める意見書の件を採決をします。

この採決は起立によって行います。

本件は、原案のとおり決定することに賛成

の方は起立願います。

（賛成者起立）

○議長（吉田敏男君） 全員の起立です。

したがって、意見書案第３号林業・木材産

業の成長産業化に向けた政策の充実・強化を

を求める意見書の件は、原案のとおり可決さ

れました。

◎ 意見書案第４号

○議長（吉田敏男君） 追加日程第２ 意見

書案第４号新たな基本計画における農村振興

の強化を求める意見書の件を議題といたしま

す。

本件については、条例第６５条第３項の規

定により、提案理由の説明を省略をいたしま

す。

これから、質疑を行います。

質疑はございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○議長（吉田敏男君） 質疑なしと認めま

す。

これで質疑を終わります。

これから、討論を行います。

討論はございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○議長（吉田敏男君） 討論なしと認めま

す。

これで討論を終わります。

これから、意見書案第４号新たな基本計画

における農村振興の強化を求める意見書の件

を採決をします。

この採決は起立によって行います。

本件は、原案のとおり決定することに賛成

の方は起立願います。

（賛成者起立）

○議長（吉田敏男君） 全員の起立です。

したがって、意見書案第４号新たな基本計

画における農村振興の強化を求める意見書の

件は、原案のとおり可決されました。
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◎ 所管事務調査期限の延期について

○議長（吉田敏男君） 追加日程第３ 所管

事務調査期限の延期についての件を議題とい

たします。

総務産業常任委員会及び文教厚生常任委員

会に付託中の所管事務調査については、調査

が終わらないので同委員会から次期定例会ま

で期限を延期されたいとの要求がありまし

た。

お諮りをいたします。

委員会の要求のとおり、期限を延期するこ

とに御異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

○議長（吉田敏男君） 異議なしと認めま

す。

したがって、総務産業常任委員会及び文教

厚生常任委員会に付託中の所管事務調査につ

いて、調査の期限を委員会の要求のとおり次

期定例会まで延期することに決定をいたしま

した。

◎ 閉会中の継続調査申出書の件

○議長（吉田敏男君） 追加日程第４ 閉会

中の継続調査申出書の件を議題といたしま

す。

総務産業常任委員会、広報広聴常任委員会

及び議会運営委員会の委員長から、条例第１

３６条の規定によって、お手元に配付をいた

しましたとおり閉会中の継続調査の申出があ

ります。

お諮りをいたします。

委員長の申出のとおり、閉会中の継続調査

にすることに御異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

○議長（吉田敏男君） 異議なしと認めま

す。

したがって、委員長の申出のとおり、閉会

中の継続調査とすることに決定をいたしまし

た。

◎ 閉会の議決

○議長（吉田敏男君） お諮りをいたしま

す。

本定例会の会議に付された事件は、全て終

了をいたしました。

したがって、総合条例第２８条の規定に

よって本日で閉会をしたいと思います。

これに御異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

○議長（吉田敏男君） 異議なしと認めま

す。

したがって、本定例会は、本日で閉会する

ことに決定をいたしました。

◎ 閉会宣告

○議長（吉田敏男君） これで本日の会議を

閉じます。

令和元年第２回足寄町議会定例会を閉会を

いたします。

午後 ２時３３分 閉会
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